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わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会 
委員等の変更 

 

 わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会会則第８条第１項及び第３項に基づき、令和５

年５月２４日（水）から令和６年４月２３日（火）までの間におけるわたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障ス

ポ大津市実行委員会委員等の変更について、次のとおり報告します。 

 

１．所属機関の変更 

変更後 変更前 

関西電力株式会社滋賀支社 関西電力送配電株式会社滋賀支社 

 

２．所属機関名称の変更 

変更後 変更前 

滋賀県ローイング協会 滋賀県ボート協会 

 

３．委員等の変更 

【副会長（１名）】 

所属機関・団体名・役職 新任者 前任者 

大津市 副市長 國松 睦生 杉江 達秀 

 

【常任委員（６名）】 

所属機関・団体名・役職 新任者 前任者 

滋賀県空手道連盟 会長代行 草野 健治 
こやり 隆史 

(滋賀県空手道連盟 会長) 

大津市小学校体育連盟 会長 西田 元 上畠 憲一 

大津市小学校長会 会長 鎌田 豊 木全 清友 

大津市中学校長会 会長 奥村 雅彦 太田 雅之 

滋賀県高等学校長協会 会長 兼房 一浩 明吉 正知 

大津市 政策調整部長 内川 直樹 南堀 弘 

 

【監事(１名)】 

所属機関・団体名・役職 新任者 前任者 

大津市 会計管理者 堀井 雪江 清水 美幸 

 

【委員（１６名）】 

所属機関・団体名・役職 新任者 前任者 

関西電力株式会社滋賀支社 支社長 松田 善和 

松田 善和 

(関西電力送配電株式会社滋賀

支社 支社長) 

西日本電信電話株式会社滋賀支店 支店長 若林 宣公 長田 裕幸 

西日本旅客鉄道株式会社近畿統括本部大津駅 大津駅長 田中 佐奈恵 阪下 泰 
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日本郵便株式会社大津中央郵便局 局長 江藤 淳 矢田 公明 

大津交通安全協会 会長 本郷 茂 大野 哲 

特定非営利活動法人おおつ｢障害者の生活と労働｣協議会 

理事長 
平山 真司 中崎 ひとみ 

大津市健康推進連絡協議会 会長 内田 秀美 藤木 季美 

一般社団法人滋賀県旅行業協会 会長 北川 宏 加納 義之 

大津市消防団 団長 金井 長光 今井 俊博 

一般社団法人大津青年会議所 理事長 元藤 直人 今井 一宏 

大津市 福祉部長 小野 昌幸 安孫子 豊 

大津市 健康保険部長 菊池 眞宏 小野 昌幸 

大津市 都市計画部長 三國 昌克 内川 直樹 

大津市企業局 公営企業管理者 南堀 弘 國松 睦生 

大津市教育委員会 教育部長 清水 美幸 高野 早人 

大津市消防局 消防局長 正田 正道 山川 真也 

 

【参与(１４名)】 

所属機関・団体名・役職 新任者 前任者 

国土交通省近畿地方整備局淀川ダム統合管理事務所 

事務所長 
善本 隆典 冠 雅之 

国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所 事務所長 若公 崇敏 矢野 公久 

自衛隊滋賀地方協力本部 本部長 𠮷田 修造 淺田 健 

滋賀県大津土木事務所 所長 山崎 邦夫 岩﨑 一彦 

滋賀県大津警察署 署長 野村 正明 竹谷 均 

滋賀県大津北警察署 署長 森下 慎也 石居 高廣 

株式会社朝日新聞社大津総局 総局長 四倉 幹木 平岡 和幸 

株式会社中日新聞社大津支局 支局長 岩佐 和也 原 誠司 

株式会社産業経済新聞社大津支局 支局長 土塚 英樹 野瀬 吉信 

株式会社時事通信社大津支局 支局長 清家 太郎 藤井 忠彦 

一般社団法人共同通信社大津支局 支局長 三好 典子 福冨 正秀 

日本放送協会大津放送局 局長 小磯 亮 手島 一宏 

株式会社京都放送滋賀支社 支社長 山本 耕司 湯浅 勝 

びわ湖放送株式会社 取締役経営戦略本部長 松本 圭司 

松本 圭司 

(びわ湖放送株式会社 取締役

放送管理局長) 
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                                   令和 6年 4月現在 

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ大津市競技別リハーサル大会日程 

【国民スポーツ大会】 

競技名 大会名 実施日 開催施設 

体操 

新体操 
第 78回近畿高等学校体操競技・新体操 

選手権大会 

令和 6年 6月 8日（土）

～6月 9日（日） 滋賀ダイハツアリーナ 

（滋賀アリーナ） 
競技 

第 78回近畿高等学校体操競技・新体操 

選手権大会 

令和 6年 6月 15日（土）

～6月 16日（日） 

空手道 
令和 6年度滋賀県民総スポーツの祭典 第 77回

滋賀県民スポーツ大会空手道競技 
令和 6年 7月 14日（日） 

ウカルちゃんアリーナ 

（滋賀県立体育館） 

テニス 第 47回全日本都市対抗テニス大会 
令和 6年 7月 19日（金）

～7月 21日（日） 
大石緑地スポーツ村テニスコート 

体操 
トランポ
リン 

第 59回全日本学生トランポリン競技選手権 

大会 

令和 6年 8月 24日(土) 

～8月 25日（日） 

滋賀ダイハツアリーナ 

（滋賀アリーナ） 

ローイング 

（※ボート） 
第 70回中日旗争奪びわ湖レガッタ 

令和 6年 8月 24日（土）

～8月 25日（日） 

関西みらいローイングセンター 

（滋賀県立琵琶湖漕艇場） 

セーリング 

・高松宮妃記念杯第 70回全日本実業団ヨット選

手権大会 

・第 24回全日本セーリングスピリッツ級 

選手権大会 

・2024年全日本セーリング選手権大会 

令和 6年 9月 14日（土）

～9月 16日（月・祝） 
大津市柳が崎特設セーリング会場 

ライフル射撃 

（２５ｍ） 

令和 6年度全国センター・ファイア・ピストル射 

撃競技大会 

令和 6年 9月 15日（日）

～9月 16日（月・祝） 
滋賀県警察学校射撃場 

サッカー 第 60回全国社会人サッカー選手権大会 
令和 6年 10月 19日（土）

～10月 21日（月） 

・皇子山総合運動公園陸上競技場 

・伊香立公園芝生グラウンド 

・甲賀市水口スポーツの森陸上競技場 

カヌー 

（スラローム、ワイ

ルドウォーター） 

わた SHIGA輝く国スポカヌー競技リハーサル大 

会（カヌースラローム・ワイルドウォーター） 

令和 6年 10月 26日（土）

～10月 27日（日） 
瀬田川特設カヌー競技場 

バドミントン バドミントンＳ/ＪリーグⅡ 2024 
令和 6年 11月 14日（木）

～11月 17日（日） 

滋賀ダイハツアリーナ 

（滋賀アリーナ） 

バスケットボール 
第 7回全日本社会人バスケットボール選手権大

会 近畿ブロック予選 

令和 6年 12月 14日（土）

～12月 15日（日） 

滋賀ダイハツアリーナ 

（滋賀アリーナ） 

フェンシング 
第 77回全日本フェンシング選手権大会 

（団体戦） 

令和 6年 12月 20日（金）

～12月 22日（日） 

ウカルちゃんアリーナ 

（滋賀県立体育館） 

〔特別競技〕 

高等学校野球（硬式） 
実施しない 

※2023年 1 月 1 日付で「ボート」から「ローイング」に競技名称が変わりました。 
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わたＳＨＩＧＡ輝く国スポデモンストレーションスポーツ競技名の変更 

 

令和６年２月１５日（木）開催のわたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ実行委員会第１６回競技運営専門委員 

会において、大津市で開催されるわたＳＨＩＧＡ輝く国スポデモンストレーションスポーツ競技「百人一首競

技かるた」の競技名が変更になりましたので、次のとおり報告します。 

 

  【変更前】 

競技名 競技会場 開催形式 

百人一首競技かるた 滋賀県立武道館 単独開催 

 

 

  【変更後】 

競技名 競技会場 開催形式 

小倉百人一首競技かるた 滋賀県立武道館 単独開催 

 

第３号報告 

4



年　度 月 経 過 概 要

２月 知事が県議会（平成２５年２月定例会）の提案説明において、第７９回国民体育大会を
招致したい旨を表明

３月 県議会（平成２５年２月定例会）において、「第７９回国民体育大会の招致に関する決議」を
全会一致で可決

４月 滋賀県、滋賀県教育委員会及び（公財）滋賀県体育協会会長から文部科学大臣及び
（公財）日本体育協会会長に対し、「第７９回国民体育大会開催要望書」を提出

７月 （公財）日本体育協会の理事会において、開催申請書提出順序の了解（開催内々定）

１０月 第７９回国民体育大会滋賀県開催準備委員会設立総会・第１回総会及び第１回常任委員会の
開催

４月 教育委員会市民スポーツ課から市民部市民スポーツ課へ機構変更

５月 第１回国体開催準備市町担当者連絡会開催

第７９回国民体育大会滋賀県開催準備委員会第２回常任委員会及び第２回総会開催

主会場【総合開・閉会式、陸上競技】を彦根総合運動場に決定

１１月 第２回国体開催準備市町担当者連絡会開催

４月 市民スポーツ課から市民スポーツ・国体推進課へ課名変更

第３回国体開催準備市町担当者連絡会開催

８月 第７９回国民体育大会滋賀県開催準備委員会第３回常任委員会及び第３回総会開催

国体会場地市町第一次内定【高等学校野球（硬式）】

１２月 第４回国体開催準備市町担当者連絡会開催

８月 第７９回国民体育大会・第２４回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備委員会

第４回常任委員会及び第４回総会開催

国体会場地市町第二次内定【サッカー（女子）、テニス、ボート、体操（競技、新体操）、

バスケットボール（成年男子、少年男子）、バドミントン、空手道】

１２月 第５回国体開催準備市町担当者連絡会開催

３月 第６回国体開催準備市町担当者連絡会開催

６月 第７９回国民体育大会・第２４回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備委員会

第７回広報・県民運動専門委員会において【両大会のマスコットキャラクター「キャッフィー・

チャッフィー」が決定】

７月 第７回国体開催準備市町担当者連絡会開催

第７９回国民体育大会・第２４回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備委員会

第５回常任委員会及び第５回総会開催

国体会場地市町第三次内定【フェンシング】

１月 第８回国体開催準備市町担当者連絡会開催

※２日に分けて開催

３月 第９回国体開催準備市町担当者連絡会開催

５月 第７９回国民体育大会・第２４回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備委員会

第６回常任委員会及び第６回総会開催

国体会場地市町第四次内定【セーリング、ライフル射撃（ＣＰ）、カヌー（スラローム、

ワイルドウォーター）】

６月 （公財）日本スポーツ協会平成３０年度第１回国民体育大会委員会において、第７８回大会
以降【大会名称は「国民スポーツ大会」、略称は「国スポ（こくすぽ）」】とすることを承認

平成２８年度

開催準備経過

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２９年度

平成３０年度
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年　度 月 経 過 概 要

第１０回国体開催準備市町担当者連絡会開催

７月 中央競技団体正規視察【サッカー】実施

８月 中央競技団体正規視察【フェンシング】実施

９月 第１１回国体開催準備市町担当者連絡会開催

１０月 第７３回国民体育大会「福井しあわせ国体」【福井市、鯖江市、越前市】視察

１１月 中央競技団体正規視察【高等学校野球】実施

中央競技団体正規視察【空手道】実施

第１２回国体開催準備市町担当者連絡会開催

１２月 中央競技団体正規視察【テニス】実施

１月 中央競技団体正規視察【バドミントン】実施

２月 中央競技団体正規視察【セーリング】実施

第７９回国民体育大会・第２４回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備委員会

第１３回広報・県民運動専門委員会において【両大会の愛称「わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・

障スポ」及びスローガン「湖国の感動　未来へつなぐ」が決定】

中央競技団体正規視察【ライフル射撃（ＣＰ）】実施

４月 市民スポーツ・国体推進課から市民スポーツ・国スポ・障スポ推進課に課名変更、

国スポ・障スポ推進係設置

５月 第１３回国スポ・障スポ開催準備市町担当者連絡会開催

第７９回国民体育大会・第２４回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備委員会

第７回常任委員会及び第７回総会開催

障スポ会場地市町第一次内定【バスケットボール（知）、車いすバスケットボール（身）】

６月 滋賀県が（公財）日本スポーツ協会及び文部科学省に対し、開催申請書を提出

第１４回国スポ・障スポ開催準備市町担当者連絡会開催

７月 （公財）日本スポーツ協会第３回理事会において、第７９回国民スポーツ大会の開催地を

滋賀県に内定

９月 第１５回国スポ・障スポ開催準備市町担当者連絡会開催

第７４回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」【ひたちなか市、石岡市、牛久市、阿見町】
視察

１０月 中央競技団体正規視察【ボート】実施

１１月 中央競技団体正規視察【バスケットボール】実施

第１６回国スポ・障スポ開催準備市町担当者連絡会開催

３月 中央競技団体正規視察【カヌー】実施

４月 市民部市民スポーツ課内に国スポ・障スポ大会推進室を設置（専任職員７名）

５月 第１７回国スポ・障スポ開催準備市町担当者連絡会開催（書面開催）

６月 第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備委員会

第８回常任委員会及び第８回総会開催（書面開催）

第１８回国スポ・障スポ開催準備市町担当者連絡会開催

７月 国スポ会場地市町第六次内定【体操（トランポリン）】

内定種目種別が【体操（新体操（少年女子））】から【体操（新体操（少年男子・少年女子））】

に変更

デモンストレーションスポーツ実施競技及び会場地市町第一次内定【スポーツ拳法】

障スポオープン競技及び会場地市町第一次内定【スポーツウエルネス吹矢】

９月 第１９回国スポ・障スポ開催準備市町担当者連絡会開催

令和元年度
（平成３１年

度）

平成３０年度

令和２年度

←

6



年　度 月 経 過 概 要

１０月 令和７年（２０２５年）第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会開催地を

滋賀県に内定

第７６回国民体育大会「三重とこわか国体リハーサル大会」【四日市市（体操（トランポリン））】

視察

１１月 中央競技団体正規視察【体操】実施

第２０回国スポ・障スポ開催準備市町担当者連絡会開催

１月 第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会大津市準備委員会

設立発起人会開催

第２１回国スポ・障スポ開催準備市町担当者連絡会開催

２月 第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会大津市準備委員会

設立総会・第１回総会開催

３月 第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備委員会

第９回常任委員会開催

サッカー（少年女子）の開催形式及び開催予定施設が【単独開催】から【共同開催（甲賀

市）】、【水口スポーツの森陸上競技場（甲賀市）】に変更。

デモンストレーションスポーツ実施競技および会場地市町第二次内定【ラジオ体操第３（初代・

二代目）、百人一首競技かるた、スリースマイルゴルフ】

４月 第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会大津市準備委員会

第１回常任委員会開催

第７６回国民体育大会「三重とこわか国体リハーサル大会」【松阪市・多気町（カヌー
（スラローム・ワイルドウォーター））】視察

第２２回国スポ・障スポ開催準備市町担当者連絡会開催

６月 第２３回国スポ・障スポ開催準備市町担当者連絡会開催

７月 第７７回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体リハーサル大会」【宇都宮市（テニス）】視察

第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会大津市準備委員会事務局を
スポーツステーションおおつへ移転

８月 eスポーツフェスティバルでの広報啓発活動実施

第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備委員会

第１０回常任委員会及び第９回総会開催

中央競技団体正規視察【サッカー（甲賀市）】実施

第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会大津市準備委員会

第１回総務・企画専門委員会開催

第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会大津市準備委員会

第１回競技・式典専門委員会開催

第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会大津市準備委員会

第１回輸送交通・警備専門委員会開催

第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会大津市準備委員会

第１回宿泊・衛生専門委員会開催

三重国体の中止が決定

９月 第２４回国スポ・障スポ開催準備市町担当者連絡会開催

１１月 第７７回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体リハーサル大会」【大田原市（バドミントン）】視察

１２月 第７７回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体リハーサル大会」【上三川町（フェンシング）】視察

令和２年度

令和３年度
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年　度 月 経 過 概 要

１月 第２５回国スポ・障スポ開催準備市町担当者連絡会開催

２月 JFAレディース／ガールズサッカーフェスティバルでの広報啓発活動実施

第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会大津市準備委員会

第２回常任委員会開催（書面開催）

３月 第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会大津市準備委員会

第２回総会開催（書面開催）

皇子山総合運動公園野球場スコアボードリニューアル記念事業での広報啓発活動実施

eスポーツフェスティバルでの広報啓発活動実施

４月 第２６回国スポ・障スポ開催準備市町担当者連絡会開催

５月 大津っ子まつりでの広報啓発活動実施

(公財）日本スポーツ協会、スポーツ庁等による、関西みらいローイングセンター、

マイネットスタジアム皇子山（皇子山総合運動公園野球場）、皇子山総合運動公園

陸上競技場の総合視察実施

第７７回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体リハーサル大会」【塩谷町（カヌー（スラローム・

ワイルドウォーター））】視察

６月 第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会大津市準備委員会

第２回総務・企画専門委員会開催

第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会大津市準備委員会

第２回競技・式典専門委員会開催

第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会大津市準備委員会

第２回輸送交通・警備専門委員会開催

第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会大津市準備委員会

第２回宿泊・衛生専門委員会開催

第２７回国スポ・障スポ開催準備市町担当者連絡会開催

７月 （公財）日本スポーツ協会第３回理事会において、第７９回国民スポーツ大会の開催地を

滋賀県に決定し、令和７年９月２８日（日）から１０月８日（水）の１１日間とする会期の決定が

承認され、同決定をもって第２４回全国障害者スポーツ大会の滋賀県開催も決定

８月 第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備委員会

第１２回常任委員会及び第１０回総会並びに同大会滋賀県実行委員会第１回総会開催

第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会大津市準備委員会

第３回常任委員会及び第３回総会並びに同大会大津市実行委員会第１回総会開催

９月 わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ開催決定イベントにて広報啓発活動実施

日本パラスポーツ協会及び文部科学省との協議により、第２４回全国障害者スポーツ大会の会

期が令和７年１０月２５日（土）から１０月２７日（月）の３日間となることが決定

第７７回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」【宇都宮市、小山市】視察

第２８回国スポ・障スポ開催準備市町担当者連絡会開催

１０月 第７７回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」【宇都宮市、大田原市、小山市、上三川町、

塩谷町、栃木市、那須塩原市、茂木町、矢板市、千葉県千葉市】視察

eスポーツフェスティバルでの広報啓発活動実施

スリースマイルゴルフ大会での広報啓発活動実施

第２２回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」【宇都宮市、小山市】視察

いかだちマルシェでの広報啓発活動実施

１１月 堅田湖族フェスタ２０２２での広報啓発活動実施

令和４年度

令和３年度
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年　度 月 経 過 概 要

ボート体験教室での広報啓発活動実施

フェンシング体験教室での広報啓発活動実施

第７７回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」概要説明会【千葉県千葉市】

第２９回国スポ・障スポ開催準備市町担当者連絡会開催

大津市スポーツ少年団創立50周年記念事業「スポーツカーニバル」での広報啓発活動実施

１２月 （公財）日本スポーツ協会第３回国民体育大会委員会において、第７９回国民スポーツ大会の

競技会会期が決定

滋賀レイクスホーム開幕戦（滋賀ダイハツアリーナこけら落とし）での広報啓発活動実施

第７７回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」概要説明会

【宇都宮市、大田原市、小山市、上三川町】

広報ボランティアの募集開始
体操体験教室での広報啓発活動実施

１月 第７７回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」概要説明会【栃木市】

第３０回国スポ・障スポ開催準備市町担当者連絡会開催

わたＳＨＩＧＡ輝く障スポ（第２４回障害者スポーツ大会）のリハーサル大会日程の決定

２月 わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会第１回総務・企画専門委員会開催

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会第１回競技・式典専門委員会開催

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会第１回宿泊・衛生専門委員会開催

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会第１回輸送交通・警備専門委員会開催

第１回競技運営担当者会議開催

３月 ＪＦＡレディース／ガールズサッカーフェスティバルでの広報啓発活動実施

護身術体験教室（スポーツ拳法）での広報啓発活動実施

競技かるた体験教室での広報啓発活動実施

eスポーツフェスティバルでの広報啓発活動実施

協賛の募集開始

大津市役所新館ロビーにてカウントダウンボード設置セレモニーの開催
（設置場所：大津市役所新館ロビー、道の駅　妹子の郷、北部地域文化センター、スポーツス
テーションおおつ）

４月 政策調整部国スポ・障スポ大会局大会総務課、大会競技課を設置（専任職員42名）

第３1回国スポ・障スポ開催準備市町担当者連絡会開催

５月 大津っ子まつりでの広報啓発活動実施

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会第１回常任委員会開催

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会第２回総会開催

大津市初心者対象バドミントン講習会での広報啓発活動実施

６月 大津市自治連合会へおもてなしの提供についての協力依頼を実施

第７８回国民スポーツ大会「ＳＡＧＡ２０２４リハーサル大会」【佐賀市（ローイング（ボート））】視察

第３２回国スポ・障スポ開催準備市町担当者連絡会開催

伊香立公園芝生グラウンドにて横断幕お披露目セレモニーを実施

スリースマイルゴルフ体験会での広報啓発活動実施

ＳＡＧＡ２０２４佐賀市実行委員会事務局視察

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会鹿児島市実行委員会事務局視察

７月 第７８回国民スポーツ大会「ＳＡＧＡ２０２４リハーサル大会」【佐賀市（テニス）】視察

２０２３年度hummel CUP 第６回忍びの里くノ一サッカー全国大会U-１５女子での広報啓発活動
実施

バスケットボール・車いすバスケットボール体験教室での広報啓発活動実施

８月 美化・運営ボランティアの募集開始

平野学区まちづくり協議会安全安心フェスタでの広報啓発活動実施

令和５年度

令和４年度
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年　度 月 経 過 概 要

野洲川歴史公園サッカー場にて、「わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ」７７７日前イベントでの広報
啓発活動実施
わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会　宿泊・衛生専門委員会
第１回弁当部会開催

９月 「わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ」‐第２１回みずべで遊ぼう‐での広報啓発活動実施

第７８回国民スポーツ大会「ＳＡＧＡ２０２４リハーサル大会」【佐賀市（ライフル射撃（２５ｍ））】視
察

大津市小学校長会、大津市中学校長会へ市民運動関連事業についての概要を説明

びわ湖大津ビワコイ祭りでの広報啓発活動実施

第７８回国民スポーツ大会「ＳＡＧＡ２０２４リハーサル大会」【唐津市（セーリング）】視察

特別国民体育大会（燃ゆる感動かごしま国体）【鹿児島市、鹿屋市】視察

第３３回国スポ・障スポ開催準備市町担当者連絡会開催

１０月 すこやかフェスタひえいでの広報啓発活動実施

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ開催２年前イベントでの広報啓発活動実施

特別国民体育大会（燃ゆる感動かごしま国体）【姶良市、指宿市、鹿児島市、霧島市、薩摩川
内市、垂水市、湧水町】視察

第７８回国民スポーツ大会「ＳＡＧＡ２０２４リハーサル大会」【佐賀市（サッカー）】視察

特別全国障害者スポーツ大会（燃ゆる感動かごしま大会）【姶良市、いちき串木野市】視察

交通安全フェアでの広報啓発活動実施

おおつ健康フェスティバル２０２３での広報啓発活動実施

大津市スポーツ少年団「スポーツカーニバル」での広報啓発活動実施

１１月 BKCウェルカムデーでの広報啓発活動実施

大津市スポーツ少年団「第５２回野球交流大会」での広報啓発活動実施

いかだちマルシェでの広報啓発活動実施

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会　宿泊・衛生専門委員会
第２回弁当部会開催（書面開催）

第７８回国民スポーツ大会「ＳＡＧＡ２０２４リハーサル大会」【唐津市（バドミントン）】視察

おおつ介護フェスタ２０２３での広報啓発活動実施

eスポーツフェスティバルでの広報啓発活動実施

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会第２回競技・式典専門委員会開催

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会第２回輸送交通・警備専門委員会開催
わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会第２回総務・企画専門委員会開催

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会第２回宿泊・衛生専門委員会開催

１2月 歳末ポリスフェスタでの広報啓発活動実施

特別国民体育大会（燃ゆる感動かごしま国体）概要説明会【薩摩川内市】

特別国民体育大会（燃ゆる感動かごしま国体）概要説明会【姶良市、指宿市、鹿児島市】

第７８回国民スポーツ大会「ＳＡＧＡ２０２４リハーサル大会」【佐賀市（フェンシング）】視察

特別国民体育大会（燃ゆる感動かごしま国体）概要説明会【いちき串木野市】

特別国民体育大会（燃ゆる感動かごしま国体）概要説明会【垂水市】

第５回こどもたちの未来へ、夢の架け橋プロジェクトでの広報啓発活動実施

１月 東レアローズ　キッズスポーツ体験イベントでの広報啓発活動実施

特別国民体育大会（燃ゆる感動かごしま国体）概要説明会【鹿屋市】

大津市スポーツ少年団「ジュニアスポーツフォーラム」での広報啓発活動実施

令和５年度
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年　度 月 経 過 概 要

特別国民体育大会（燃ゆる感動かごしま国体）概要説明会【霧島市】

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会宿泊・衛生専門委員会第３回弁当部会開
催

２月
わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会第３回宿泊・衛生専門委員会開催（書面開
催）

ＪＦＡ女子サッカーデー２０２４での広報啓発活動実施

「がんについて考える日」市民フォーラムでの広報啓発活動実施

３月 消防ちびっこひろば２０２４での広報啓発活動実施

第６９回びわ湖開きでの広報啓発活動実施

各競技におけるリハーサル大会、本大会の会場設計の完成

第一次輸送計画の策定

第７８回国民スポーツ大会「ＳＡＧＡ２０２４リハーサル大会」【唐津市（バスケットボール）】視察

第７８回国民スポーツ大会「ＳＡＧＡ２０２４リハーサル大会」【鳥栖市（空手道）】視察

２０２３-２０２４シーズン　B２リーグ第２６節　わたSHIGA輝く国スポ・障スポ２０２５ presents　滋
賀レイクスvs.岩手ビッグブルズでの広報啓発活動実施

４月 政策調整部国スポ・障スポ大会局の専任職員を７２名に増員

第７８回国民スポーツ大会「ＳＡＧＡ２０２４リハーサル大会」【佐賀市（トランポリン）】視察

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会第３回競技・式典専門委員会開催（書面開
催）

令和６年度

令和５年度
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第５号報告 

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会 

各専門委員会(弁当部会含む)における審議事項 

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会会則第１２条第８項の規定に基づき、わた

ＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会各専門委員会（総務・企画専門委員会、競技・式

典専門委員会、宿泊・衛生専門委員会(弁当部会含む)、輸送交通・警備専門委員会）における審議

事項について、次のとおり報告します。 

１ 第２回総務・企画専門委員会（令和５年１１月２８日） 

（１）わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ大津市識別用品整備要項の改定（１４ページ参照） 

 

（２）第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会 

大津市ボランティア募集要項の改定（２０ページ参照） 

 

（３）わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ大津市売店設置要項（２９ページ参照） 

 

２ 第２回競技・式典専門委員会（令和５年１１月２４日） 

（１）第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会 

大津市開催推進総合年次計画（年度別業務一覧）の第四次改定（５０ページ参照） 

 

 （２）わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ大津市情報通信業務実施要領（５５ページ参照） 

 

（３）わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ大津市式典実施要項（５７ページ参照） 

 

  ３ 第２回宿泊・衛生専門委員会（令和５年１１月２８日） 

 宿泊・衛生専門委員会第２回、第３回弁当部会（令和５年１１月１５日、令和６年１月２５日） 

（１）わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ大津市医療救護実施要領（５９ページ参照） 

 

（２）わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ大津市感染症（防疫）対策要領（６６ページ参照） 

  

（３）わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ大津市食品衛生対策要領（６９ページ参照） 

 

（４）わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ大津市環境衛生対策要領（８８ページ参照） 

 

（５）わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ大津市弁当調製施設選定基準（９２ページ参照） 

 

（６）わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ大津市弁当調製施設募集要領（９５ページ参照） 
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（７）わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ大津市弁当調製施設の指定（９７ページ参照） 

 

（８）わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ大津市弁当料金について（９８ページ参照） 

 

４ 第２回輸送交通・警備専門委員会（令和５年１１月２４日） 

（１）わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ大津市本大会輸送計画（１００ページ参照） 

 

（２）わたＳＨIＧＡ輝く国スポ大津市本大会消防警備計画（１０３ページ参照） 
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わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ大津市識別用品整備要項の改定 

 

 趣旨 

令和４年度第３回国民体育大会委員会において、「国民体育大会開催基準要項」の改定があり「ＡＤ 

カード」の条項が新設された。 

これに伴い、わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会第１回総務・企画専門委員会審議

で審議した「わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ大津市識別用品整備要項」について、「ＩＤカード」とあるも

のを「ＡＤカード」と変更し、改定するもの。 

   

 ・ＡＤ(Accreditation)カード 

  実行機関から申請者に与えられる、立ち入り認定許可証。 

 ・ＩＤ(Identification)カード 

  持ち主の氏名、所属機関などが記載されている、身分証明証となるもの。 
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Ｇ
Ａ
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Ｇ
Ａ
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催
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Ｇ
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催
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す
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。
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又
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付
対
象
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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。
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実
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催
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。
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。
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。
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。

 

 ８
 
そ
の
他

 

（
１
）
こ
の
要
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
別
に
定
め
る
。
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の
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す
る
。
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に
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行
す
る
。
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【令和５年２月８日 実行委員会第１回総務・企画専門委員会審議】 

【令和５年１１月２８日 実行委員会第２回総務・企画専門委員会審議】 

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ大津市識別用品整備要項 

 

１ 趣旨 

この要項は、わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ（以下「国スポ」という。）及び競技別リハーサル大会（以下

「リハーサル大会」という。）において、大津市で開催される競技会の円滑な運営を図るため、競技役員

等の識別用品について必要な事項を定める。 

 

２ 整備品目 

識別用品として整備する品目は、簡素・効率化を考慮して、原則として次のとおりとする。 

（１）リハーサル大会 

ア ＡＤカード（カードケースを含む。以下同じ。） 

イ 服飾品（帽子をいう。） 

ウ その他リハーサル大会の運営上必要が生じた識別用品 

（２）国スポ 

ア ＡＤカード 

イ 服飾品（帽子及びジャンパー又はベストをいう。） 

ウ その他大会の運営上必要が生じた識別用品 

 

３ 配付対象者 

識別用品の配付対象者は、次のとおりとする。ただし、配付対象者によっては、簡素・効率化を考慮

して、ＡＤカードのみの配付とすることができるものとする。 

（１）大会役員 

（２）競技会役員 

（３）競技役員 

（４）競技補助員 

（５）競技会係員 

（６）競技会補助員 

（７）選手、監督、大会関係者 

（８）視察員、報道員 

（９）その他わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会（以下「市実行委員会」という。）が必

要と認める者 

 

４ 着用 

配付対象者は、原則として市実行委員会が整備する識別用品を着用することとする。 

 

５ 識別用品のデザイン 

識別用品のデザインは、原則として市実行委員会が指定するものとし、国スポ及びリハーサル大会に

従事する競技役員等の識別を図ることができるものとする。 

ただし、競技団体及び共催市等が整備する識別用品については、この限りではない。 
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６ 競技団体による整備 

競技役員及び競技補助員に配付する識別用品については、競技団体が代替品目の整備を希望し、整備

品目及びデザインについて、市実行委員会が競技運営等により必要と認めた場合は、その整備に要する

費用を負担することができる。 

なお、競技団体が整備する場合の負担金の単価は、市実行委員会が同様の識別用品の整備に要する 1 

人あたりの額を上限とする。 

 

７ 他市実行委員会との協議による整備 

他市実行委員会と共催で実施する競技に係る識別用品については、当該市実行委員会と協議の上、定

める。 

 

８ その他 

（１）この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附則 

この要項は、令和５年２月８日から施行する。 

 

附則 

 この要項は、令和５年１１月２８日に施行する。 
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第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会 

大津市ボランティア募集要項の改定 

 

 趣旨 

令和４年６月２４日付け第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会大津市準備

委員会第２回総務・企画専門委員会において審議した標記要項について、下記の（１）～（２）を改定

するもの。 

 

（１） 

「第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会」とあるものを「わたＳＨＩＧＡ輝

く国スポ・障スポ」に変更し、「第７９回国民スポーツ大会」とあるものは、「わたＳＨＩＧＡ輝く国ス

ポ」に、また、「第２４回全国障害者スポーツ大会」とあるものは「わたＳＨＩＧＡ輝く障スポ」に、

さらに、「準備委員会」とあるものは「実行委員会」とそれぞれ変更する。 

 

  （２） 

要項１５（個人情報の取扱い）については、法令の制定に合わせ「大津市個人情報保護条例（平成１

６年条例第１号）」とあるものを「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）その他関

係法令等」に変更する。 

 

【大津市個人情報保護条例（平成１６年条例第１号）廃止の経緯】 

令和３年５月１９日に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律第３

７号）により、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号 。以下「法」という。 ）が改正され、本年４

月１日から地方公共団体の機関・地方独立行政法人における個人情報等の取扱いに係る規定について、法の規律が直接

適用されることとなった。 

これに伴い、大津市個人情報保護条例（平成１６年条例第１号）を廃止し、条例で定める必要がある事項等を規定す

る大津市個人情報保護法施行条例（令和４年条例第４３号）が制定された。 
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第
７
９
回
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
第
２
４
回
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会

 

大
津
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集
要
項

 
新
旧
対
照
表

 

 

改
定
前

 
改
定
後

 

第
７
９
回
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
第
２
４
回
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会

 

大
津
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集
要
項

 

 １
 
趣
旨

 

 
 
こ
の
要
項
は
、
大
津
市
で
開
催
さ
れ
る
第
７
９
回
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
第
２
４
回
全
国

障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
「
わ
た
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｇ
Ａ
輝
く
国
ス
ポ
・
障
ス
ポ
」
及
び
競
技
別
リ
ハ
ー

サ
ル
大
会
（
以
下
「
大
会
」
と
い
う
。）

に
お
い
て
、
市
民
一
人
ひ
と
り
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
で
積
極
的
に
参
加
し
、
全
国
か
ら
大
津
を
訪
れ
る
人
を
歓
迎
す
る
と
と
も
に
、
夢
や
感

動
、
連
帯
感
を
共
有
で
き
る
大
会
と
す
る
た
め
、「

第
７
９
回
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
第
２

４
回
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
大
津
市
市
民
運
動
基
本
計
画
」
に
基
づ
き
、
大
会
に
携
わ

る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
募
集
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
。

 

 
 
な
お
、
第
７
９
回
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
第
２
４
回
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
大
津
市

準
備
委
員
会
（
以
下
「
市
準
備
委
員
会
」
と
い
う
。）

で
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
参
加
者

全
員
を
大
会
の
応
援
団
と
し
て
捉
え
、
参
加
者
一
人
ひ
と
り
の
想
い
を
「
大
会
応
援
宣
言
」

と
し
て
表
現
す
る
こ
と
で
、
多
く
の
市
民
の
参
加
を
促
進
し
、
大
会
の
機
運
醸
成
を
図
る
も

の
と
す
る
。

 

 ２
 
募
集
主
体

 

 
 
市
準
備
委
員
会

 

   

わ
た
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｇ
Ａ
輝
く
国
ス
ポ
・
障
ス
ポ
大
津
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集
要
項

 

   １
 
趣
旨

 

 
 
こ
の
要
項
は
、
大
津
市
で
開
催
さ
れ
る
第
７
９
回
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
第
２
４
回
全
国

障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
「
わ
た
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｇ
Ａ
輝
く
国
ス
ポ
・
障
ス
ポ
」
及
び
競
技
別
リ
ハ
ー

サ
ル
大
会
に
お
い
て
、
市
民
一
人
ひ
と
り
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
積
極
的
に
参
加
し
、
全

国
か
ら
大
津
を
訪
れ
る
人
（
以
下
「
大
会
」
と
い
う
。）

を
歓
迎
す
る
と
と
も
に
、
夢
や
感

動
、
連
帯
感
を
共
有
で
き
る
大
会
と
す
る
た
め
、「

第
７
９
回
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
第
２

４
回
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
大
津
市
市
民
運
動
基
本
計
画
」
に
基
づ
き
、
大
会
に
携
わ

る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
募
集
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
。

 

 
 
な
お
、
わ
た
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｇ
Ａ
輝
く
国
ス
ポ
・
障
ス
ポ
大
津
市
実
行
委
員
会
（
以
下
「
市
実
行

委
員
会
」
と
い
う
。）

で
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
参
加
者
全
員
を
大
会
の
応
援
団
と
し
て

捉
え
、
参
加
者
一
人
ひ
と
り
の
想
い
を
「
大
会
応
援
宣
言
」
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
で
、
多

く
の
市
民
の
参
加
を
促
進
し
、
大
会
の
機
運
醸
成
を
図
る
も
の
と
す
る
。

 

  ２
 
募
集
主
体

 

 
 
市
実
行
委
員
会
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３
 
活
動
内
容

 

 
 
大
会
に
携
わ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
主
な
活
動
内
容
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

 
区
分

 
主
な
活
動
内
容

 

①
 

広
報
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

 

市
準
備
委
員
会

S
N

S
ア
カ
ウ
ン
ト
の
フ
ォ
ロ
ー
や

S
N

S
等
を
活
用
し
た
自
ら
の
情
報
発
信
、
大
会

P
R

イ
ベ
ン
ト
の
運
営
補
助
等

 

②
 

美
化
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

 
市
内
各
所
の
清
掃
美
化
活
動

 

③  

運 営 ボ ラ ン テ ィ ア  

受
付

 
競
技
会
場
等
で
の
受
付
及
び
資
料
配
布
の
補
助

 

案
内

 
競
技
会
場
等
で
の
案
内
の
補
助

 

休
憩
所
等

 
休
憩
所
や
ふ
る
ま
い
コ
ー
ナ
ー
等
に
お
け
る
お
も
て

な
し
の
補
助

 

弁
当
配
布

 
弁
当
の
配
布
及
び
空
き
箱
の
回
収
等
の
補
助

 

清
掃
美
化

 
競
技
会
場
内
外
の
清
掃
美
化
活
動
の
補
助

 

運
営
一
般

 
そ
の
他
競
技
会
場
等
の
準
備
及
び
運
営
に
関
す
る
活

動
の
補
助

 

  ４
 
募
集
期
間

 

 
 
募
集
期
間
は
下
記
の
年
度
の
う
ち
、
市
準
備
委
員
会
が
募
集
を
開
始
し
た
日
か
ら
募
集
人

数
に
達
す
る
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
市
準
備
委
員
会
は
必
要
に
応
じ
て
適
宜
変
更
で
き
る

も
の
と
す
る
。

 

①
 

広
報
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

 
令
和
４
年
度

 

３
 
活
動
内
容

 

 
 
大
会
に
携
わ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
主
な
活
動
内
容
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

 
区
分

 
主
な
活
動
内
容

 

①
 

広
報
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

 

市
実
行
委
員
会

S
N

S
ア
カ
ウ
ン
ト
の
フ
ォ
ロ
ー
や

S
N

S
等
を
活
用
し
た
自
ら
の
情
報
発
信
、
大
会

P
R
イ

ベ
ン
ト
の
運
営
補
助
等

 

②
 

美
化
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

 
市
内
各
所
の
清
掃
美
化
活
動

 

③  

運 営 ボ ラ ン テ ィ ア  

受
付

 
競
技
会
場
等
で
の
受
付
及
び
資
料
配
布
の
補
助

 

案
内

 
競
技
会
場
等
で
の
案
内
の
補
助

 

休
憩
所
等

 
休
憩
所
や
ふ
る
ま
い
コ
ー
ナ
ー
等
に
お
け
る
お
も
て
な

し
の
補
助

 

弁
当
配
布

 
弁
当
の
配
布
及
び
空
き
箱
の
回
収
等
の
補
助

 

清
掃
美
化

 
競
技
会
場
内
外
の
清
掃
美
化
活
動
の
補
助

 

運
営
一
般

 
そ
の
他
競
技
会
場
等
の
準
備
及
び
運
営
に
関
す
る
活
動

の
補
助

 

  ４
 
募
集
期
間

 

 
 
募
集
期
間
は
下
記
の
年
度
の
う
ち
、
市
実
行
委
員
会
が
募
集
を
開
始
し
た
日
か
ら
募
集
人

数
に
達
す
る
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
市
実
行
委
員
会
は
必
要
に
応
じ
て
適
宜
変
更
で
き
る

も
の
と
す
る
。

 

①
 

広
報
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

 
令
和
４
年
度
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②
 

美
化
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

 

令
和
５
年
度

 

③
 

運
営
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

 

 

５
 
募
集
人
数

 

 
 
募
集
人
数
に
つ
い
て
は
下
記
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
市
準
備
委
員
会
は
必
要
に
応

じ
て
適
宜
変
更
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

①
 

広
報
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

 
３

,０
０
０
人
程
度

 

②
 

美
化
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

 
５
０
０
人
程
度

 

③
 

運
営
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

 
１

,５
０
０
人
程
度

 

 ６
 
応
募
要
件

 

 
 
大
津
市
内
に
在
住
、
通
勤
、
通
学
し
て
い
る
個
人
又
は
団
体
で
、
下
記
の
と
お
り
と
す

る
。
た
だ
し
、
市
準
備
委
員
会
が
必
要
と
認
め
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

 

 
 
な
お
、
応
募
時
点
で
１
８
歳
未
満
の
者
に
つ
い
て
は
、
申
込
の
際
に
保
護
者
の
同
意
を
必

 

要
と
す
る
。

 

①
 

広
報
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

 
小
学
生
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
小

学
生
の
場
合
は
、
活
動
の
際
に
保
護

者
又
は
監
督
者
の
同
伴
を
必
要
と
す

る
。

 
②

 
美
化
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

 

③
 

運
営
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

 
中
学
生
以
上
と
す
る
。

 

 ７
 
応
募
方
法

 

 
 
所
定
の
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
市
準
備
委
員
会
に
持
参
も
し
く
は
郵
送
、
フ
ァ

ッ
ク
ス
に
よ
り
申
し
込
む
か
、
市
準
備
委
員
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
応
募
フ
ォ
ー
ム
に
よ
り
申

し
込
む
。

 

②
 

美
化
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

 

令
和
５
年
度

 

③
 

運
営
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

 

 

５
 
募
集
人
数

 

 
 
募
集
人
数
に
つ
い
て
は
下
記
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
市
実
行
委
員
会
は
必
要
に
応

じ
て
適
宜
変
更
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

①
 

広
報
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

 
３

,０
０
０
人
程
度

 

②
 

美
化
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

 
５
０
０
人
程
度

 

③
 

運
営
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

 
１

,５
０
０
人
程
度

 

 ６
 
応
募
要
件

 

 
 
大
津
市
内
に
在
住
、
通
勤
、
通
学
し
て
い
る
個
人
又
は
団
体
で
、
下
記
の
と
お
り
と
す

る
。
た
だ
し
、
市
実
行
委
員
会
が
必
要
と
認
め
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

 

 
 
な
お
、
応
募
時
点
で
１
８
歳
未
満
の
者
に
つ
い
て
は
、
申
込
の
際
に
保
護
者
の
同
意
を
必

 

要
と
す
る
。

 

①
 

広
報
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

 
小
学
生
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
小

学
生
の
場
合
は
、
活
動
の
際
に
保
護

者
又
は
監
督
者
の
同
伴
を
必
要
と
す

る
。

 
②

 
美
化
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

 

③
 

運
営
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

 
中
学
生
以
上
と
す
る
。

 

 ７
 
応
募
方
法

 

 
 
所
定
の
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
市
実
行
委
員
会
に
持
参
も
し
く
は
郵
送
、
フ
ァ

ッ
ク
ス
に
よ
り
申
し
込
む
か
、
市
実
行
委
員
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
応
募
フ
ォ
ー
ム
に
よ
り
申

し
込
む
。
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た
だ
し
、
応
募
時
点
で
１
８
歳
未
満
の
方
の
申
込
み
に
つ
い
て
は
、
保
護
者
の
同
意
が
必

要
と
な
る
た
め
、
郵
送
又
は
持
参
に
限
る
。

 

 

８
 
登
録
・
変
更
及
び
抹
消

 

（
１
）

 市
準
備
委
員
会
は
、
応
募
要
件
を
満
た
し
た
応
募
者
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て

 

登
録
す
る
。

 

 
（
２
）
市
準
備
委
員
会
は
、
本
人
又
は
当
該
団
体
の
代
表
者
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
登

録
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 
（
３
）
市
準
備
委
員
会
は
、
次
の
場
合
に
登
録
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

 

 
 

 
 
ア

 
本
人
又
は
団
体
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
場
合

 

 
 

 
 
イ

 
大
会
の
イ
メ
ー
ジ
を
損
な
う
行
為
が
あ
っ
た
場
合

 

 
 

 
 
ウ

 
大
会
運
営
に
支
障
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合

 

 ９
 
活
動
期
間

 

 
 
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
登
録
後
か
ら
大
会
終
了
ま
で
と
す
る
。

 

 １
０

 
活
動
内
容
の
決
定

 

 
 
登
録
者
の
具
体
的
な
活
動
内
容
に
つ
い
て
は
、
市
準
備
委
員
会
が
実
施
す
る
希
望
調
査
等

を
参
考
に
決
定
す
る
。

 

 １
１

 
研
修
等

 

 
 
市
準
備
委
員
会
は
登
録
者
に
対
し
、
大
会
に
関
す
る
認
識
を
深
め
、
円
滑
な
大
会
運
営
を

行
え
る
よ
う
、
必
要
に
応
じ
て
研
修
会
等
を
実
施
す
る
。

 

 １
２

 
報
酬
及
び
交
通
費

 

 
 
研
修
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
等
を
含
め
た
報
酬
は
無
償
と
し
、
交
通
費
は
自
己
負
担
と
す

る
。

 

  

た
だ
し
、
応
募
時
点
で
１
８
歳
未
満
の
方
の
申
込
み
に
つ
い
て
は
、
保
護
者
の
同
意
が
必

要
と
な
る
た
め
、
郵
送
又
は
持
参
に
限
る
。

 

 

８
 
登
録
・
変
更
及
び
抹
消

 

（
１
）

 市
実
行
委
員
会
は
、
応
募
要
件
を
満
た
し
た
応
募
者
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て

 

登
録
す
る
。

 

 
（
２
）
市
実
行
委
員
会
は
、
本
人
又
は
当
該
団
体
の
代
表
者
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
登

録
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 
（
３
）
市
実
行
委
員
会
は
、
次
の
場
合
に
登
録
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

 

 
 

 
 
ア

 
本
人
又
は
団
体
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
場
合

 

 
 

 
 
イ

 
大
会
の
イ
メ
ー
ジ
を
損
な
う
行
為
が
あ
っ
た
場
合

 

 
 

 
 
ウ

 
大
会
運
営
に
支
障
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合

 

 ９
 
活
動
期
間

 

 
 
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
登
録
後
か
ら
大
会
終
了
ま
で
と
す
る
。

 

 １
０

 
活
動
内
容
の
決
定

 

 
 
登
録
者
の
具
体
的
な
活
動
内
容
に
つ
い
て
は
、
市
実
行
委
員
会
が
実
施
す
る
希
望
調
査
等

を
参
考
に
決
定
す
る
。

 

 １
１

 
研
修
等

 

 
 
市
実
行
委
員
会
は
登
録
者
に
対
し
、
大
会
に
関
す
る
認
識
を
深
め
、
円
滑
な
大
会
運
営
を

行
え
る
よ
う
、
必
要
に
応
じ
て
研
修
会
等
を
実
施
す
る
。

 

 １
２

 
報
酬
及
び
交
通
費

 

 
 
研
修
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
等
を
含
め
た
報
酬
は
無
償
と
し
、
交
通
費
は
自
己
負
担
と
す

る
。
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１
３

 
服
飾
及
び
食
事

 

 
 
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
あ
た
っ
て
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
こ
と
が
識
別
で
き
る
服
飾

及
び
食
事
等
を
必
要
に
応
じ
て
市
準
備
委
員
会
が
支
給
す
る
。

 

 １
４

 
保
険

 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
及
び
研
修
等
に
あ
た
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
市
準
備
委
員
会
の
負

担
で
「
傷
害
保
険
」
及
び
「
損
害
賠
償
責
任
保
険
」
に
加
入
す
る
。

 

 
 
そ
れ
以
外
の
活
動
に
お
け
る
事
故
等
に
つ
い
て
、
市
準
備
委
員
会
は
責
任
を
負
わ
な
い
も

の
と
す
る
。

 

 １
５

 
個
人
情
報
の
取
扱
い

 

応
募
者
の
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
大
津
市
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
１
６
年
条
例
第

１
号
）
を
は
じ
め
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
適
正
に
管
理
・
保
護
す
る
。

 

た
だ
し
、
申
込
時
に
第
７
９
回
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
第
２
４
回
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ

大
会
滋
賀
県
開
催
準
備
委
員
会
（
以
下
「
県
準
備
委
員
会
」
と
い
う
。）

へ
の
情
報
提
供
に

同
意
し
て
い
る
登
録
者
の
情
報
に
限
り
、
県
準
備
委
員
会
か
ら
の
要
請
に
応
じ
て
情
報
を
提

供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

 １
６

 
そ
の
他

 

 
 
（
１
）
こ
の
要
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
別
に
定
め
る
。

 

 
 
（
２
）
わ
た
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｇ
Ａ
輝
く
障
ス
ポ
に
お
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集
に
つ
い
て
は
、
県

準
備
委
員
会
が
主
体
と
な
っ
て
実
施
す
る
。

 

 附
則

 

 
こ
の
要
項
は
、
令
和
４
年
６
月
２
４
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 

１
３

 
服
飾
及
び
食
事

 

 
 
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
あ
た
っ
て
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
こ
と
が
識
別
で
き
る
服
飾

及
び
食
事
等
を
必
要
に
応
じ
て
市
実
行
委
員
会
が
支
給
す
る
。

 

 １
４

 
保
険

 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
及
び
研
修
等
に
あ
た
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
市
実
行
委
員
会
の
負

担
で
「
傷
害
保
険
」
及
び
「
損
害
賠
償
責
任
保
険
」
に
加
入
す
る
。

 

 
 
そ
れ
以
外
の
活
動
に
お
け
る
事
故
等
に
つ
い
て
、
市
実
行
委
員
会
は
責
任
を
負
わ
な
い
も

の
と
す
る
。

 

 １
５

 
個
人
情
報
の
取
扱
い

 

応
募
者
の
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
５
年
法

律
第
５
７
号
）
そ
の
他
関
係
法
令
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
適
正
に
管
理
・
保
護
す
る
。

 

た
だ
し
、
申
込
時
に
わ
た
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｇ
Ａ
輝
く
国
ス
ポ
・
障
ス
ポ
実
行
委
員
会
（
以
下
「
県

実
行
委
員
会
」
と
い
う
。）

へ
の
情
報
提
供
に
同
意
し
て
い
る
登
録
者
の
情
報
に
限
り
、
県

実
行
委
員
会
か
ら
の
要
請
に
応
じ
て
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

  １
６

 
そ
の
他

 

 
 
（
１
）
こ
の
要
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
別
に
定
め
る
。

 

 
 
（
２
）
わ
た
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｇ
Ａ
輝
く
障
ス
ポ
に
お
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集
に
つ
い
て
は
、
県

実
行
委
員
会
が
主
体
と
な
っ
て
実
施
す
る
。

 

 附
則

 

 
こ
の
要
項
は
、
令
和
４
年
６
月
２
４
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

  
こ
の
要
項
は
、
令
和
５
年
１
１
月
２
８
日
か
ら
施
行
す
る
。
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【令和４年６月２４日 準備委員会第２回総務・企画専門委員会審議】 

【令和５年１１月２８日 実行委員会第２回総務・企画専門委員会審議】 

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市ボランティア募集要項 

 

１ 趣旨 

  この要項は、大津市で開催される第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会「わ

たＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ」及び競技別リハーサル大会（以下「大会」という。）において、

市民一人ひとりが、それぞれの立場で積極的に参加し、全国から大津を訪れる人を歓迎するとともに、

夢や感動、連帯感を共有できる大会とするため、「第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者

スポーツ大会大津市市民運動基本計画」に基づき、大会に携わるボランティアの募集について必要な

事項を定める。 

  なお、わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会（以下「市実行委員会」という。）で

は、ボランティア活動参加者全員を大会の応援団として捉え、参加者一人ひとりの想いを「大会応援

宣言」として表現することで、多くの市民の参加を促進し、大会の機運醸成を図るものとする。 

 

２ 募集主体 

  市実行委員会 

 

３ 活動内容 

  大会に携わるボランティアの主な活動内容は、次のとおりとする。 

 区分 主な活動内容 

① 広報ボランティア 
市実行委員会 SNSアカウントのフォローや SNS等を活用した自

らの情報発信、大会 PRイベントの運営補助等 

② 美化ボランティア 市内各所の清掃美化活動 

③ 

運
営
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

受付 競技会場等での受付及び資料配布の補助 

案内 競技会場等での案内の補助 

休憩所等 休憩所やふるまいコーナー等におけるおもてなしの補助 

弁当配布 弁当の配布及び空き箱の回収等の補助 

清掃美化 競技会場内外の清掃美化活動の補助 

運営一般 その他競技会場等の準備及び運営に関する活動の補助 

 

 

４ 募集期間 

  募集期間は下記の年度のうち、市実行委員会が募集を開始した日から募集人数に達するまでとする。
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ただし、市実行委員会は必要に応じて適宜変更できるものとする。 

① 広報ボランティア 令和４年度 

② 美化ボランティア 

令和５年度 

③ 運営ボランティア 

 

５ 募集人数 

  募集人数については下記のとおりとする。ただし、市実行委員会は必要に応じて適宜変更ができる

ものとする。 

① 広報ボランティア ３,０００人程度 

② 美化ボランティア ５００人程度 

③ 運営ボランティア １,５００人程度 

 

６ 応募要件 

  大津市内に在住、通勤、通学している個人又は団体で、下記のとおりとする。ただし、市実行委員

会が必要と認めた場合はこの限りではない。 

  なお、応募時点で１８歳未満の者については、申込の際に保護者の同意を必要とする。 

① 広報ボランティア 小学生以上とする。ただし、小学生

の場合は、活動の際に保護者又は監

督者の同伴を必要とする。 ② 美化ボランティア 

③ 運営ボランティア 中学生以上とする。 

 

７ 応募方法 

  所定の申込書に必要事項を記入し、市実行委員会に持参もしくは郵送、ファックスにより申し込む

か、市実行委員会ホームページの応募フォームにより申し込む。 

ただし、応募時点で１８歳未満の方の申込みについては、保護者の同意が必要となるため、郵送又

は持参に限る。 

 

８ 登録・変更及び抹消 

 （１）市実行委員会は、応募要件を満たした応募者をボランティアとして登録する。 

 （２）市実行委員会は、本人又は当該団体の代表者から届出があった場合に登録内容を変更すること

ができる。 

 （３）市実行委員会は、次の場合に登録を取り消すことができる。 

    ア 本人又は団体から届出があった場合 

    イ 大会のイメージを損なう行為があった場合 

    ウ 大会運営に支障があると判断した場合 
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９ 活動期間 

  ボランティアの登録後から大会終了までとする。 

 

１０ 活動内容の決定 

  登録者の具体的な活動内容については、市実行委員会が実施する希望調査等を参考に決定する。 

 

１１ 研修等 

  市実行委員会は登録者に対し、大会に関する認識を深め、円滑な大会運営を行えるよう、必要に応

じて研修会等を実施する。 

 

１２ 報酬及び交通費 

  研修やボランティア活動等を含めた報酬は無償とし、交通費は自己負担とする。 

 

１３ 服飾及び食事 

  ボランティア活動にあたっては、ボランティアであることが識別できる服飾及び食事等を必要に応

じて市実行委員会が支給する。 

 

１４ 保険 

ボランティア活動及び研修等にあたっては、必要に応じて市実行委員会の負担で「傷害保険」及び

「損害賠償責任保険」に加入する。 

  それ以外の活動における事故等について、市実行委員会は責任を負わないものとする。 

 

１５ 個人情報の取扱い 

応募者の個人情報については、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）その他関

係法令等の規定に基づき、適正に管理・保護する。 

ただし、申込時にわたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ実行委員会（以下「県実行委員会」という。）

への情報提供に同意している登録者の情報に限り、県実行委員会からの要請に応じて提供することが

できるものとする。 

 

１６ その他 

  （１）この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

  （２）わたＳＨＩＧＡ輝く障スポにおけるボランティア募集については、県実行委員会が主体とな

って実施する。 

 

附則 

 この要項は、令和４年６月２４日から施行する。 

附則 

 この要項は、令和５年１１月２８日に施行する。 
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【令和５年１１月２８日 実行委員会第２回総務・企画専門委員会審議】 

 わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ大津市売店設置要項 

 

１ 趣旨 

  この要項は、「第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会大津市観

光・おもてなし基本計画」に基づき、「わたＳＨＩＧＡ輝く国スポにおいて、参加する選

手・監督、役員、視察員、報道員及びその他の関係者並びに一般観覧者（以下「大会参加

者等」という。）の利便性を図るとともに、大津市の特産品等の紹介及び販売を促進する

ため、わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会（以下「市実行委員会」とい

う。）が実施する売店の設置について、必要な事項を定める。 

 

２ 設置場所 

  売店は、原則として各競技会場に設置する。ただし、市実行委員会は、必要に応じて設

置場所を変更することができる。 

 

３ 設置期間 

  売店の設置期間は、原則として各競技会の開催期間中とする。ただし、市実行委員会は、

必要に応じて設置期間を変更することができる。 

 

４ 開設時間 

  売店の開設時間は、原則として競技開始１時間前から競技終了３０分後までとする。た

だし、市実行委員会は、必要に応じて開設時間を変更することができる。 

 

５ 出店数、位置及び規模 

  出店数及び位置は、市実行委員会が決定し、出店規模は、原則として１店舗あたり約２

０㎡（２間×３間のテント１張）とする。 

  ただし、競技会場によっては、売店設置可能スペースの都合上、半小間（１．５間×２

間のテント（約１０㎡））の単位で出店調整する場合がある。 

  上記のほか、市実行委員会は、出店状況等を勘案し必要に応じて出店数、位置及び規模

を変更することができる。 

 

６ 運営設備等 

  売店に伴う設備等のうち、次に掲げるものについては市実行委員会が準備する。その他

必要な設備等（発電機、給排水設備等）については、出店者が準備するものとする。 

  なお、市実行委員会の許可を受けて対象火気器具等又は燃料等危険物を使用する出店

者は、必要に応じて所轄消防署に届出をし、別記「露店等の開設における遵守事項」を遵

守し、ブース内に必ず消火器を設置しなければならない。 
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  また、出店当日の消防検査に協力するとともに、その指導に従うこととする。 

（１） テント（２間×３間）１張（横幕を含む。） 

（２） 長机６台 

（３） 椅子４脚 

 

７ 出店申請 

  出店希望者は、市実行委員会が定める期日までに、次に掲げる書類を提出しなければな

らない。なお、複数会場で出店する場合は、（１）～（５）を会場ごとに提出するものと

する。 

（１） 売店出店申請書（様式第１号) 

（２） 売店出店概要書（様式第２号） 

（３） 売店従事者、搬入車両予定表及び持込備品調書（様式第３号） 

（４） 誓約書兼承諾書（様式第４号） 

（５） 売店従事者の本人確認書類（運転免許証、パスポート、マイナンバーカードの写 

しなど官公庁が発行したもので、顔写真のあるもの） 

（６） 直近の大津市税の納税証明書（写し可） 

（７） 法人税（個人の場合は所得税）並びに消費税及び地方消費税について未納がない 

ことの証明書（納税証明書その３の３（個人の場合はその３の２）（写し可、発行か 

ら３ヶ月以内のもの） 

（８） 当該管轄地保健所の食品営業許可書の写し、模擬店等の食品取扱届出書の写し（た 

だし、飲食物を販売・提供する場合に限る。） 

 

８ 販売品目 

  売店における販売品目は、次に掲げるものとする。 

（１） スポーツ用品 

（２） 国スポ・障スポ記念グッズ 

国民スポーツ大会標章又はわたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポマスコットキャ 

ラクター「キャッフィー・チャッフィー」を使用した商品であり、それぞれ公益 

財団法人日本スポーツ協会又はわたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ実行委員会の 

承諾を得ているもの。 

（３） 郷土物産品 

（４） 飲食物（アルコール飲料を除く。） 

  ア 製造加工品 

      食品衛生関係法令に規定する営業許可施設等において製造・加工されたもので、 

容器包装等により衛生的な措置がとられ、かつ、法令等の適正な表示がされてい 

るもの。 
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    イ 現地調理品 

      売店において調理する食品は、簡易に調理加工できるものとし、あらかじめ営 

業許可施設において下処理されたものを使用し、提供直前に加熱調理する食品や

飲料、市販の飲料、かき氷に限る。 

（５） 宅配便 

（６） その他市実行委員会が特に必要と認めたもの。 

 

９ 出店者条件 

  売店の出店者は、（１）に掲げる条件のうちいずれかに該当し、かつ（２）に掲げる条 

件をいずれも満たすものとする。 

（１） 次の条件のいずれかに該当する者 

  ア 申請時に１年以上、市内に店舗を有して営業を継続している者 

    イ キッチンカーについては、当該管轄地保健所で営業許可を受けており、1年以  

上営業を継続している者 

  ウ 競技団体の推薦があり、市実行委員会が必要と認めた者 

  エ 第７４回国民体育大会（茨城国体）以降の国体、競技別リハーサル大会に出店 

実績がある者 

    オ その他市実行委員会が認めた者 

（２） 次の条件のいずれも満たす者 

  ア 各競技開催期間中、この要項４で定める開設時間を遵守し、継続して出店でき 

   ること。 

  イ 法令等により許可又は登録を必要とする営業については、当該許可又は登録 

を受けていること。 

    ウ 当該出店業務に関する法令等に違反して､申請書提出時点において過去１年 

間に営業停止等、重大な処分を受けていないこと。 

    エ 飲食物販売の出店者については、申請書提出時点において過去３年間に食中 

毒発生等による行政処分を受けていないこと。 

    オ 調理従事者については、出店前１か月以内に検便検査を実施し、その結果を 

市実行委員会へ提出できること。当該検査項目は､赤痢菌、サルモネラ属菌、腸 

管出血性大腸菌を含む検便検査とする。 

    カ 申請書提出時点において、市税(大津市が賦課徴収するものに限る。）、法人税 

（個人の場合は所得税）並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

   キ 次の①から⑧までのいずれの場合にも該当しないこと。 

① 役員等（個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している 

者を、法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務 

所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、 
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暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員 

（同条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であると認められ 

るとき。 

② 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者 

に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしてい 

ると認められるとき。 

③ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を 

供与するなど、直接的又は積極的に、暴力団の維持もしくは運営に協力し、 

又は関与していると認められるとき。 

④ 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用 

するなどしていると認められるとき。 

⑤ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい 

ると認められるとき。 

⑥  営業活動に係る必要な契約の締結に当たり、その相手方が①から⑤まで 

のいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと 

認められるとき。 

⑦ 出店者の役員等（個人である場合はその者その他経営に実質的に関与し 

ている者を、法人である場合には､その役員、その支店又は常時契約を統 

括する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者）が、暴力団又

は暴力団員、もしくは暴力団と密接な関係を有する者ではないこと。 

       ⑧ 従業員として暴力団員等を常時もしくは臨時的に使用し､又は雇用して 

いないこと。 

 

１０ 経費の負担 

（１） 売店の運営に関する経費及び施設管理者が徴収する販売手数料は、出店者の負 

担とする。 

（２） 出店者は、売店設置会場の管理等に要する経費の一部として､市実行委員会が次 

に定める出店料を負担する。 

ア １店舗あたりの出店料は、次に掲げる額に１００分の１１０を乗じて得た額 

とする。 

     ① 大津市内に住所を有する個人、団体又は大津市内に事業所を有する法人： 

      １日あたり３，０００円 

     ② 上記以外：１日あたり６，０００円 

    イ キッチンカーの大きさは概ね５ｍ×２．５ｍとし、出店料は（２）のアの金額 

とします。 
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（３） 売店設置可能スペースの都合上、半小間（1．５間×２間のテント（約１０㎡） 

の単位で出店となった場合の出店料は、（２）の半額とする。 

（４） （２）の規定に関わらず、次のいずれかに該当するものについては、出店料を 

免除することができる。この場合、出店料の免除を受けようとする者は、売店出 

店料免除申請書（様式第８号）を提出し、その承認を受けなければならない。 

市実行委員会は、承認した者に対し、出店料免除決定通知書（様式第９号）を 

発行する。 

     ア 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律 

（平成２４年法律第５０号）に規定する障害者就労施設等  

     イ 国又は地方公共団体 

ウ ア、イに掲げるもののほか、市実行委員会が適当と認めた者 

（５） 出店者は、出店料を市実行委員会が指定する期日までに指定する口座に振り込 

むこととし、振込手数料は、出店者の負担とする。 

（６） 既納出店料は、還付しない。ただし、出店者の責めに帰することができない理 

由によるとき又はその他特別な理由があると市実行委員会が認めたときは、出店

料の全部又は一部を還付することができる。 

 

１１ 出店者の選定 

  市実行委員会は、この要項７に規定する申請があったときは、この要項に基づき、適当

であると認めた者を出店者として選定する。ただし、申請者が、次のいずれかに該当する

ときは、市実行委員会は当該申請をした者を優先して出店者として選定し、これによるこ

とができない場合は抽選により選定する。 

（１） 売店の販売品目に係る業種別組合等の団体 

（２） 障害者就労施設等 

（３） （１）、（２）に掲げるもののほか、市実行委員会が適当と認めた者 

 

１２ 保健所への手続き 

  食品衛生法に基づく食品営業許可や営業届出等が必要な出店者は、市実行委員会にこ

の要項７に規定する出店申請を行う前に、営業許可等を取得しなければならない。 

  保健所の許可取得に際しては、施設基準にかかる検査を要するため、保健所への申請は 

日数に余裕を持って行うこと。 

 

１３ 売店出店許可決定通知書及び売店出店許可証の交付 

  市実行委員会は、出店者として選定した者に対して、売店出店許可決定通知書（様式第 

 ５号）を発行する。また、出店料納付を確認し、食品衛生法に基づく営業許可や営業届出

等が必要な出店者においては、当該管轄地保健所からの許可書の写しを確認した後、売店
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出店許可証（様式第７号）を発行する。   

１４ 売店監督員 

  （１） 市実行委員会は、売店の円滑な運営を図るため、売店監督員を置く。 

  （２） 売店監督員は、わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実施本部（以下「実   

     施本部」という。）の職員とし、現場を巡回してこの要項に基づき、売店の設置運 

営等に関する事項について監督するものとする。 

 

１５ 売店責任者 

  （１） 出店者は、当該従事者の中から売店責任者を定め、売店設置期間中常駐させ 

     るものとする。 

  （２） 売店責任者に変更があったときは、直ちに市実行委員会に報告しなければな 

らない。なお､変更の際には、当該責任者の本人確認書類（運転免許証、パスポ 

ート、マイナンバーカードの写しなど官公庁が発行したもので、顔写真のある 

もの）を提出すること。 

  （３） 売店責任者は、売店監督員の指示に従い、当該売店の管理運営にあたらなけ 

ればならない。 

  （４） 食品を取扱う売店責任者は、調理・保管、販売等が衛生的に行なわれるよう 

十分配慮し、従事者の指導に努めなければならない。 

 

１６ 禁止事項 

  出店者及び従事者は、次に掲げる行為をしてはならない。 

（１） 出店者の権利を第三者に譲渡もしくは転貸し、又は管理・運営を第三者に委託 

すること。 

  （２） 商品を不当に高額な価格で販売すること。 

  （３） 指定された場所以外で立ち売り及び呼び込み販売をすること。 

  （４） 競技会場内において指定された場所以外で飲食物の調理・加工等をすること。 

  （５） アルコール飲料の販売（試飲を含む。）及び無償での提供を行うこと。ただし、 

飲食の無償提供を行わず、郷土物産品として取り扱うアルコール飲料を販売する 

場合を除く。 

  （６） 危険物を販売及び無償提供すること。 

  （７） 許可された品目以外の物品等を販売すること。 

   （８） 拡声器及び音響機器類を使用すること。 

  （９） 市実行委員会の許可を受けていない対象火気器具等又は燃料等危険物を使用す

ること。 

  （10） （１）から（９）に掲げるもののほか、大会運営に支障を及ぼす恐れのある行 

     為をすること。 
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１７ 遵守事項 

  出店者及びその従事者は関係法令及び「第７９回国民スポーツ大会大津市食品衛生対 

策要項」を遵守し、施設管理者、市実行委員会及び売店管理者の指示に従うとともに、次

に掲げる事項を遵守すること。 

（１） 市実行委員会が発行する売店出店許可証を店頭の見やすい位置に掲示すること。 

（２） 売店及びその周辺の清掃は、出店者の責任の下に行い、発生したごみは毎日持 

ち帰り、環境美化に努めること。 

（３） 販売品には、景品表示法や食品表示法など、関係法令等の定めるところにより、 

適切な表示を行い、販売価格を明示すること。また、取引品目の内容を明瞭に識別 

できるように陳列すること。 

（４） 売店の装飾は、販売品目を表示する看板等を主体とすること。また、飲食物を 

取り扱う売店にあっては、早期飲食を呼びかけるとともに、その旨を促す看板等 

を設置すること。 

（５） 販売品等の搬入搬出をする車両には、市実行委員会が別に発行する駐車許可証 

を掲示すること。なお､原則として搬入・搬出車両は、1 売店につき 1 台とする。 

 なお、キッチンカーについても、1売店につき 1台とする。 

（６） 販売品等の搬入、陳列及び搬出は、大会運営に支障をきたさないよう、市実行 

委員会が指示する時間内に完了させること。 

（７） 服飾は、清潔な衣服を着用し、市実行委員会が別途発行するＡＤカード等を着 

用すること。なお、必要に応じて、マスク・手袋を着用すること。 

（８） 接客にあたっては、心のこもったおもてなしで、親切丁寧な対応を心がけるこ 

と。 

  （９） 飲食物の売店については、次のことを遵守すること 

      ア 出店者は、食品衛生関係法令を遵守するとともに、保健所の指導に従うこ 

と。  

      イ ブース前にごみ箱を設置し、容器、食べ残し等を回収する販売方法をとる 

こと。さらに、調理等により生じた廃棄物の処理は自己の責任と費用負担に 

より適正に行うこと。なお、廃棄物容器は、蓋付きのものとし、汚液及び汚 

臭が漏れないように常に清潔にしておくこと。 

  （10） 天候の悪化等の事情により、市実行委員会がやむを得ず危険回避等のために 

撤去命令等の指示を出したときには、その指示に従うこと。 

（11） 市実行委員会が大会前に開催する出店者説明会には必ず出席すること。 

（12） 従事者の変更、追加、削除等があった場合には、直ちに市実行委員会に報告す 

ること。なお、変更、追加の報告の際には､当該従事者の本人確認書類を添付する

こと。 
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１８ 管理運営 

  売店における販売品等及び売店備品の管理は、売店責任者の責任において行うものと 

し、火災、盗難、その他不可抗力による災害に対しても、市実行委員会は一切の責任を 

負わないものとする。 

 

１９ 事故発生時の対応 

  売店において、事件又は事故が発生したときは、売店責任者は、初期対応にあたるとと 

もに、実施本部に直ちに連絡し、その指示に従うものとする。また、不審者又は不審物を 

発見したときは、売店責任者は直ちに実施本部に報告するとともに、その指示に従うもの 

とする。 

 

２０ 許可の取消し 

  市実行委員会は、出店者が次の（１）～（４）のいずれかに該当したときは、直ちに売 

店出店許可を取り消し、撤去命令を出すことができる。なお、この場合において、出店者 

は、市実行委員会に対して損害賠償及び既に納めた出店料の返還を請求することはでき 

ない。 

 （１） 関係法令及びこの要項に違反したとき。 

 （２） 売店出店許可証の発行を受けた者が、虚偽の申請又は不当な手段により許可を 

受けたことが判明したとき。 

  （３） 保健所からの指示があったとき。 

  （４） （１）から（３）に掲げるもののほか、市実行委員会の売店の運営管理におい 

て適当でないと認めたとき。 

 

２１ 原状回復 

  出店者は、設置期間終了後、速やかに出店に要した物品等を搬出し、原状回復をした後、 

実施本部の検査を受けなければならない。この場合において、出店者が原状回復を怠った 

ときは、市実行委員会は当該出店者に代わってこれを行い、要した費用を当該出店者に請 

求することができる。 

 

２２ 損害賠償 

  出店者（従事者を含む。）は、競技会場内の施設又は第三者に対して損害を与えたとき 

は、その損害賠償の責任を負うものとする。 

 

２３ 補填及び補償 

  （１） 出店者は、収益が得られなかった場合でも､その損害を市実行委員会に請求する

ことはできない。 
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  （２） 出店者は､天候不良等市実行委員会の責によらない理由により、出店が中止又は 

縮小になった場合でも、出店や撤去に要した経費等を市実行委員会に請求するこ 

とはできない。 

 

２４ その他 

（１） この要項に定めるほか、売店の設置に関して必要な事項は別に定める。 

  （２） 競技別リハーサル大会における売店の取扱いについては、この要項に準じると 

     ともに､各競技会の規模等に応じて運用する。 

（３） わたＳＨＩＧＡ輝く障スポにおける売店の取扱いについては、滋賀県が設置し 

     たわたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ実行委員会が主体となって実施する。 

 

 附則 

この要項は、令和５年１１月２８日から施行する。 
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別記 

露店等の開設における遵守事項 

 

第１ 消火器 

（１） 対象火気器具等（消火器の設置については、電気ホットプレート、ＩＨ調理器、電子

レンジ、電気乾燥器、電気温水器を除く。）を使用する露店等では消火器を設置すること。 

（２） 消火器はあらかじめ点検し、腐食、変形及び損傷しているもの、安全栓（上部の黄色

ピン）が抜けているものは設置しないこと。 

（３） 個々の露店等において設置するときは、Ａ火災（普通火災）能力単位１以上のものを

設置すること。 

 

第２ 対象火気器具等 

（１） 開設中は対象火気器具等の付近を常に整理整頓し、みだりにそばを離れないこと。 

（２） 対象火気器具等の近くには、可燃性の物品を置かないこと。 

（３） 対象火気器具等は、安定した不燃性の床、台又は板（低温着火のおそれのある場合の

金属製のものを除く。）の上で使用すること。 

（４） 対象火気器具等の取扱説明書をよく読み、取扱説明書の記載内容に基づき使用するこ

と。 

 

第３ 離隔距離 

 （１） 客席等（露店等の側方及び後方における客だまりスペースを含む。以下同じ）と対象

火気器具等、携帯発電機及び危険物容器との間隔は、おおむね３ｍ以上とし、火災予防

上の安全に配慮したものとすること。 

 （２） 危険物容器から携帯用発電機や他の危険物を燃料とする器具にやむを得ず給油をする

場合には、風通しが良く、可燃性蒸気が滞留するおそれのない場所で、かつ、対象火気

器具等や客席等からおおむね５ｍ以上離れた場所において当該行為を行うこと。 

 

第４ 液化石油ガス 

（１） ＬＰガスボンベ（以下「ボンベ」という。）は、直射日光及び火気等の近くを避けるこ

と。 

（２） ボンベは、絶対に横置きにしないこと。 

（３） ボンベは、倒れないよう固定し、人がみだりに近づかない安全な場所に置くこと。 

（４）  ＬＰガスを使用する器具及びゴム製のホースは、ＬＰガス専用のものを使用すること。 

（５） ホースは、ガス漏れがないか点検し、古くなったもの及びひび割れのあるものは使用

しないこと。 

（６）  ホースは、適正な長さで取り付け、ゴム製のホースと火を使用する器具の取付部分は、

ホースバンドその他これに類するもので締め付けること。 

（７） ホースは、２本以上接続しないこと。 

（８） １本のボンベから２以上の機器に分岐してＬＰガスを供給しないこと。ただし、分岐

したものごとに開閉弁を設ける場合はこの限りでない。 

（９） ＬＰガスは、空気より重いため、屋外であってもガス漏れには十分注意すること。 

 

第５ カセットこんろ 

（１） カセットボンベの装着部分を覆う調理器具は、カセットボンベが過熱され、爆発する

おそれがあるので使用しないこと。 

（２） カセットボンベは、カセットこんろに表示されているとおり、正しく装着すること。 

（３） カセットボンベは、直射日光及び火気等の近くを避け、温度が上昇しないように保管

すること。 
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第６ まき、炭等 

 終了後の残火及び取灰の後始末は完全に行い、取灰などをみだりに捨てないこと。 

 

第７ 電気器具 

（１） たこ足配線を避け、電気配線の許容電流を守ること。 

（２） コンセントの接続部分及び電気配線に、照明器具等の荷重が掛からないようにするこ

と。 

（３） 電気器具、コンセント等を雨水等の水が掛かるおそれのある場所に設ける場合は、防

水性能を有するものを使用すること。 

 

第８ 携帯発電機 

（１） 事前に燃料を十分に給油し、露店等の開設後に、給油の必要がないようにすること。 

（２） 可燃性ガス又は蒸気が滞留するおそれのない場所で使用すること。 

（３） 安定した平らな場所で使用すること。 

（４） 雨などの水が掛かる場所で使用しないこと。 

（５） 燃料漏れがないことを確認した後に使用すること。 

（６）  携帯発電機の排気が、携行缶、ボンベ及び可燃性の物品に当たらないようにすること。 

（７） 携帯発電機を稼働したまま給油又は移動させないこと。 

（８） 給油が必要となったときは、風通しが良く、可燃性蒸気が滞留するおそれのない場所

で、周囲に人がいないこと及び火気の使用がないことを確認したうえで、給油すること。 

（９） 燃料を給油するときは、こぼさないように注意すること。 

（１０） 燃料がこぼれたときは、きれいに拭き取り、乾かしてから使用すること。 

（１１） 取扱説明書をよく読み、取扱説明書の記載内容に基づき使用すること。 

 

第９ 危険物容器 

（１） 危険物の保管は、指定数量の５分の１未満の必要最小限の量とすること。 

（２） 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、消防法令に適合した容器を用いること。 

（３） 携行缶のキャップを開ける前には、圧力弁等を操作して圧力を抜くこと。 

（４） 危険物容器は、直射日光及び火気等の近くを避け、温度が上昇しないように保管する

こと。 

 

第１０ 暖房器具 

（１） 暖房器具と可燃物との距離を十分に保つこと。 

（２） 暖房器具を付けたまま、その場を離れないこと。 

（３） 燃料を給油するときは、必ず暖房器具の火を消してから行うこと。 

 

第１１ 放火防止対策 

（１） 夜間などで無人となるときは、ボンベその他の燃料を設置したままにしないこと。 

（２） 可燃物の持ち帰り、定期的なパトロール、防炎品の使用等、放火を防止するための対

策を講じること。 

 

※１ 対象火気器具等とは、移動や持ち運びができる液体・固体・気体燃料を使用する器具や電

気を熱源とする器具のことをいう。 

（例：移動式ストーブ、調理用器具、移動式コンロ、携帯発電機、電気コンロ、電気レンジ、

ＩＨ調理器、電気天火（オーブン）、電子レンジ、電気ストーブ、電気乾燥器、電気温水器等）  

※２ 危険物とは、消防法別表第１に掲げるものをいう。 

（例：ガソリン、軽油、灯油、アルコール等） 
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（様式第１号） 

      年  月  日 

（宛先） 

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ 

大津市実行委員会 会長   

 

申請者住所                  

商号又は名称                                 

代表者役職名・氏名              

    電話番号                     

                    

 売 店 出 店 申 請 書  

 

 わたＳＨＩＧＡ輝く国スポにおいて、わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会が運

営する競技会場内に、売店を出店したいので、わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ大津市売店設置要項７の

規定に基づき申請します。 

 

記 

 

１ 出店希望競技                     

 

２ 出店希望会場                     

 

３ 出店希望日数          日間 

 

４ 出店希望形態   テント（   張） ・ その他（            ）  

 

５ 提出書類 

（１）売店出店申請書（様式第１号） 

（２）売店出店概要書（様式第２号） 

（３）売店従事者、搬入車両予定表及び持込備品調書（様式第３号） 

（４）誓約書兼承諾書（様式第４号） 

（５）売店従事者の本人確認書類 

（運転免許証、パスポート、マイナンバーカードの写しなど公的機関が発行したもので、顔写 

真のあるもの） 

（６）直近の大津市税の納税証明書（写し可） 

（７）法人税（個人の場合は所得税）並びに消費税及び地方消費税について未納がないことの証明 

  書（納税証明書その３の３（個人の場合はその３の２））（写し可、発行から３か月以内のもの） 

（８）当該管轄地保健所の食品営業許可書の写し、模擬店等の食品取扱届出書の写し 

※ただし、飲食物を販売・提供する場合に限る 

 

※複数会場で出店を希望する場合は、（１）～（５）を会場ごとに提出してください。 
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（様式第２号） 

 売 店 出 店 概 要 書  

 
ふ り が な 

商 号 又 は 名 称 
 

ふ り が な 

代表者役職名・氏名 
 

所 在 地 
〒 

出 店 担 当 者 【氏名】 

【電話】          【FAX】 

【E-mail】 

当日緊急連絡先 

（荒天時等に使用） 

【氏名】 

【携帯】 

業 種  

主 要 取 扱 品 目  

営 業 開 始 年 月 日      年  月  日 従業員数         人 

営業に関して取得した 

許 可 等 の 種 類 
※許可証等の写しを添付してくださ

い。 

種類 番号 取得年月日 

  年  月  日 

過去１年間法令違反等 

処 分 歴 の 有 無 
有  ・  無 

過去３年間食中毒発生 

事 故 歴 の 有 無 
有  ・  無 

国スポ等出店実績 
※実績がある場合は、証明書等の写

しを添付してください。 

 

販売品価格等一覧 

NO 商品名 予定数量 販売価格 許可番号 
対象火気器具等

の使用の有無 

１      

２      

３      

４      

５      

６      

７      

８      

９      

10      

※欄が不足する場合は、別紙に追加してください。 
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（様式第３号） 

売店従事者、搬入車両予定表及び持込備品調書 

商号又は名称  

出店希望競技  出店希望会場  

 

１ 従事者名簿（売店責任者の方については、氏名の下に当日連絡が取れる連絡先を記入してください。） 

従事日 売店責任者 従事者 従事者 従事者 
臨時販売員 

雇用予定数 

月  日 

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな  

    人  

 

   

℡ 

月  日 

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな  

   人  

 

   

℡ 

月  日 

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな  

   人  

 

   

℡ 

月  日 

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな  

   人 
 

 

 

   

 

℡ 

月  日 

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな  

   人 
    

 

℡ 

月  日 

ふりがな ふりがな ふりがな ふりがな  

   人 
 

 

 

   

 

℡ 

※従事する可能性がある者全員の氏名を記入してください。なお、欄が不足する場合は、複数の欄を使用し

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           (裏面あり) 
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２ 車両予定表 

 

車両の種類 

 

車両ナンバー 

 

駐車場使用 

キッチンカー

の場合は車両

サイズ 

  有 ・ 無  

  有 ・ 無  

  有 ・ 無  

 

※車両の種類は、「２トントラック」、「軽トラック」等を記入してください。 

※搬入・搬出のみに使用する場合は、「駐車場使用」の無に○をつけてください。 

※駐車車両は１台ですが、会場によっては、駐車場が遠方になる場合や駐車場を準備できない場合がありま

す。 

※キッチンカーにて販売を行う場合は、車両サイズ等を記入してください。   

※キッチンカーにて販売を行う場合は、駐車場を使用できませんので、「駐車場使用」の無に○をつけ 

てください。  

 

   

３ 持込備品一覧表（市実行委員会が設営する備品以外のもの） 

備品名 規格・消費電力・燃料等 持込目的 

   

   

   

※電源、火気の使用に伴う備品を記入してください。（発電機やホットプレートなど） 

※消防署への届出確認のために、使用する予定があるものは必ず記入してください。 

 記入がない場合、火気や電気の使用はできません。 

※火気や電気を使用する場合は、テント１張につき、原則各１本の消火器を設置してください。 
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（様式第４号） 

       年  月  日 

 

（宛先） 

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ 

大津市実行委員会 会長   

住所                         

商号又は名称                  

代表者役職名・氏名             印 

 

 

 誓 約 書 兼 承 諾 書  

 わたＳＨＩＧＡ輝く国スポの売店出店申請にあたり、次の項目について相違ない旨を誓約します。

また、誓約内容の確認のため、わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会が本承諾書 

により関係官庁等に調査、照会することを承諾します。 

 

１ 本申請にあたり、わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ大津市売店設置要項を遵守します。 

 

２ わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ売店設置要項９の(２)キに定める、暴力団若しくは暴力団と密接に

関係を有する者ではありません。 

 

３ 出店品目の販売において、出店業務に関する法令等に違反して、過去１年間に営業停止等、重

大な処分を受けていません。 

  また、飲食物を販売する場合、過去３年間食中毒等における行政処分を受けていません。 
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（様式第５号） 

第   号 

  年  月  日 

 

 様 

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ 

大津市実行委員会  会長  

 

売 店 出 店 許 可 決 定 通 知 書  
 

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポにおいて、わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行

委員会が運営する競技会場内の売店出店について、下記の内容で決定しました。 

つきましては、下記指定振込口座へ、  年  月  日（ ）までに出店料を納入

してください。 

なお、指定日までに納入がない場合は、この通知を取り消す場合があります。 

 

記 

 

１ 出店会場                 （ 競技名：         ） 

 

２ 出店形態    テント（  張） ・  （その他      ）(  台)   

 

３ 出店料            円 (＠  、   円×  日) 

 

４ 指定振込口座 

   金融機関名： 

   支 店 名 ： 

   口座種別： 

   口座番号： 

   口 座 名 義：  

  ※振込手数料については、出店者負担となりますのでご了承ください。 

  

問い合わせ先 

 わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会 

 担当       電話  

 Mail：  
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（様式第６号） 

 

第   号 

  年  月  日 

  

様 

 

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ 

大津市実行委員会  会長  

 

 

 

売 店 出 店 不 許 可 決 定 通 知 書  
 

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポにおいて、わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行

委員会が運営する競技会場内の売店出店について、次の理由から不許可としますので、

通知します。 

 

不許可理由 

 

 

 

 

 

 

  

問い合わせ先 

 わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会 

 担当       電話  

 Mail：  
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（様式第７号） 

第   号 

  年  月  日 

 

 様 

 

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ 

      大津市実行委員会 会長      

 

売 店 出 店 許 可 証  

 

 

年  月  日付で申請があった、わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員

会が運営する競技会場内の売店出店について、下記のとおり許可します。 

 

記 

 

許 可 番 号  

商 号 又 は 名 称  

代表者役職名・氏名  

出 店 許 可 競 技  

出 店 許 可 会 場  

出 店 許 可 期 間     年  月  日 ( ) ～    年  月  日 ( ) 

出 店 許 可 品 目 
 

 

出 店 許 可 台 数             台 

 

遵 守 事 項 

 

１ 本許可証を売店内に掲示すること。 

２ 売店の設置運営に関しては、わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ大津市売 

店設置要項及び関係法令等を遵守すること。 
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（様式第８号） 

          年  月  日 

 

（宛先） 

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ 

大津市実行委員会 会長  

  

住所                     

商号又は名称                

代表者役職名・氏名             

   

売 店 出 店 料 免 除 申 請 書  

 

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポにおいて、わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会が運営する

競技会場内の売店出店料について、わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ大津市売店設置要項１０（４）の規定に基

づき免除申請します。 

 

記 

 

１ 出店希望会場                （競技名：        ）  

 

２ 免 除 額             円（  ブース） 

 

３ 免除理由（該当項目の左欄に○印を記入してください） 

 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（平成２４

年法律第５０号）に規定する障害者就労支援施設等 

 
国又は地方公共団体 

 
その他（                                ） 
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（様式第９号） 

 第   号 

  年  月  日 

 

 様 

 

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ 

       大津市実行委員会 会長 

 

売 店 出 店 料 免 除 決 定 通 知 書  

 

  年  月  日付けで申請のあった、わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会

が運営する競技会場内の売店出店料について、下記のとおり免除します。 

 

記 

 

１ 免除対象会場               （競技名：          ）  

 

２ 免除額                   円  

 

３ 免除理由    

 

 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（平成２４

年法律第５０号）に規定する障害者就労支援施設等 

 
国又は地方公共団体 

 
上記に掲げるもののほか、市実行委員会が適当と認めた者 
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　　１　概要

　　２　変更内容

⑦式典

2023年度　R5（2年前） 2024年度　R6（1年前） 2025年度　R7（開催年）

⑦
式
典

2023年度　R5（2年前） 2024年度　R6（1年前） 2025年度　R7（開催年）

⑦
式
典

変更後

変更前

第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会
大津市開催推進総合年次計画（年度別業務一覧）の第四次改定

　第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会大津市開催推進総合計画
で規程している年次計画（年度別業務一覧）の第四次改定の変更内容は、以下のとおりで
ある。

式典実施要項作成
各競技会

開始式・表彰式の実施

式典実施要項策定
各競技会

開始式・表彰式の実施
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2020年度 Ｒ２（５年前）
鹿児島県（延期）

2021年度 Ｒ３（４年前）
三重県（中止）

2022年度 Ｒ４（３年前）
栃木県

2023年度 Ｒ５（２年前）
鹿児島県

2024年度 Ｒ６（１年前）
佐賀県

③広　　報

大

会

報

告

書

④市民運動

⑤観光・
　おもてなし

主要行事

第
７
９
回
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
開
催
・
第
２
４
回
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
開
催

準備組織

第

５

回

実

行

委

員

会

解

散

総

会

①総務企画

②財　　務

大

会

決

算

書

（別表）第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会大津市開催推進総合年次計画（年度別業務一覧）第四次改定

年　度
国体開催県

2025年度Ｒ７（開催年）

広告塔設置検討

日本スポーツ協会・文部科学省

総合視察

大会開催・会期決定

準備委員会設立 実行委員会へ改組

リハーサル大会開催
第79回国民スポーツ大会・

第24回障害スポーツ大会開催

中央競技団体最終視察

準備委員会

設立総会・第１回総会開催

準備委員会設立発起人会

開催

常任委員会開催

準備委員会第３回総会・

実行委員会第１回総会開催

大会実施本部設置

実行委員会

第２回総会開催

実行委員会

第３回総会開催

実行委員会

第４回総会開催

総務・企画専門委員会

設置・開催

競技・式典専門委員会

設置・開催

宿泊・衛生専門委員会

設置・開催

輸送交通・警備専門委員会

設置・開催

開催推進総合計画策定・

進捗管理

県実行委員会との

連絡調整

協賛取扱要項検討
協賛取扱要項策定

協賛の推進

リハーサル大会

運営経費（第一次）調査
リハーサル大会予算編成

リハーサル大会

予算執行・決算

本大会関係経費調査検討 本大会予算執行・決算

広報啓発活動の推進

準備委員会ＳＮＳ開設・運営
準備委員会ホームページ

（ＳＮＳ含む）開設・運営

大会報告書編成方針決定 大会報告書作成

大会運営ガイドライン作成

本大会経費予算編成

市民運動基本計画策定

ボランティア募集等の

検討
リハーサル大会

ボランティア業務計画作成

本大会ボランティア

業務計画作成

リハーサル大会

ボランティア配置
本大会ボランティア配置

観光・おもてなし

実施要項策定

観光・

おもて

なし

基本

計画

策定

案内所設置運営要項

策定

売店設置要項策定

ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ・観光ｶﾞｲﾄﾞﾏｯﾌﾟ

配布

リハーサル大会

案内所設置

リハーサル大会

売店設置

歓迎装飾実施要項

策定 本大会歓迎装飾実施

総

務

・

企

画

専

門

委

員

会

識別用品整備要項策定
リハーサル大会用

識別用品整備
本大会用識別用品整備

保険加入要項策定
リハーサル大会

保険加入
本大会保険加入

遺失物・拾得物

取扱要項策定

リハーサル大会

遺失物・拾得物取扱実施

ボランティア募集要項

策定

市民運動アクションプラン

実施

休憩所等設置運営要項

策定
リハーサル大会

休憩所等設置

ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ・観光ｶﾞｲﾄﾞﾏｯﾌﾟ

作成検討

本大会案内所設置

本大会休憩所等設置

本大会売店設置

本大会遺失物・拾得物

取扱実施

炬火イベント実施要項策定 炬火イベント実施

広告塔設置

国スポ･障スポ大会推進室設置

（事務局）
（仮称）国スポ・障スポ大会局

設置（事務局）

リハーサル大会

歓迎装飾実施

炬火イベント実施要項検討

準備委員会

第２回総会開催

広報基本計画策定

県準備委員会との

連絡調整

リハーサル大会

運営経費（最終）調査

ボランティア募集・研修会実施

本大会運営経費（第一次）

調査

本大会運営経費（最終）

調査

実行委員会ホームページ

（ＳＮＳ含む）へ改編・運営

市民運動アクションプラン

策定

大会実施本部

運営マニュアル作成
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2020年度 Ｒ２（５年前）
鹿児島県（延期）

2021年度 Ｒ３（４年前）
三重県（中止）

2022年度 Ｒ４（３年前）
栃木県

2023年度 Ｒ５（２年前）
鹿児島県

2024年度 Ｒ６（１年前）
佐賀県

 

⑧施　　設

⑨宿　　泊

⑩医事衛生

⑪輸送交通

⑫消防警備

⑥競　　技

第
７
９
回
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
開
催
・
第
２
４
回
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
開
催

大

会

報

告

書

⑦式　　典

（別表）第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会大津市開催推進総合年次計画（年度別業務一覧）第四次改定

年　度
国体開催県

2025年度Ｒ７（開催年）

競技別運営計画作成

競技別実施要項（案）作成
競技別プログラム作成

競技日程・組合せ表(案）

作成
組合せ抽選会実施

競技用具整備計画

（第二次）調査

競技役員等編成案

（第二次）作成

競技用具整備計画

（最終）調査

競技用具整備

（第一次）

競技役員等編成案

（第三次）作成

競技用具整備計画

（第三次）調査

競技役員等最終編成

競技会係員、競技会補助員

委嘱
競技会係員、競技会補助員編成

計画作成

競技会係員、競技会補助員編成

決定・養成

リハーサル大会

開催意向（第一次）調査

リハーサル大会

開催基本計画策定
競技別リハーサル大会

実施要項作成

デモスポ実施要項作成 デモスポ開催

式典基本計画策定 式典実施要項策定
各競技会

開始式・表彰式の実施

施設整備基本計画策定
リハーサル大会会場

設営仕様書作成
リハーサル大会会場設営

本大会会場設営仕様書

作成
本大会会場設営

第一次

仮配宿シミュレーション
第二次

仮配宿シミュレーション

第三次

仮配宿シミュレーション

リハーサル大会弁当調達実施

本大会宿泊本部設置

本大会配宿実施

本大会弁当調達実施

医療救護要項

策定

リハーサル大会

救護所設置計画作成

感染症（防疫）対策要項

策定

食品衛生対策要項

策定

環境衛生対策要項

策定

医療救護実施要領

策定

感染症（防疫）対策要領

策定

食品衛生対策要領

策定

環境衛生対策要領

策定

本大会救護所設置計画作成

リハーサル大会

救護所設置

本大会救護所設置

本大会医事衛生本部設置

輸送・交通基本計画

策定

消防防災・

警備

基本計画

策定

消防防災・警備業務

実施要項策定

リハーサル大会

消防警備計画策定

本大会消防警備計画

策定

リハーサル大会

消防警備本部設置

本大会消防警備本部設置

競

技

・

式

典

専

門

委

員

会

宿

泊

・

衛

生

専

門

委

員

会

輸

送

交

通

・

警

備

専

門

委

員

会

情報通信基本計画策定
情報通信業務

実施要領策定

臨時通信施設

架設設置

本大会廃棄物処理計画作成 本大会廃棄物処理実施

練習会場地（最終）案作成

練習会場管理者へ正式依頼
練習会場運営要領作成

練習会場地（第二次）案作成

練習会場管理者へ打診

競技補助員協力依頼先

希望調査作成

競技会場記録本部

設置場所確定
競技会場記録本部設置

競技役員等編成案

（第一次）見直し

競技施設整備計画

（第三次）作成
競技施設整備計画

（第四次）作成
競技施設整備計画

（第六次）作成

競技施設整備計画

（第七次）作成

宿泊基本計画策定

競技役員等編成案

（第二次）見直し

競技役員等編成

決定・委嘱

競技用具整備

（第二次）

競技用具整備

（最終）

リハーサル大会

開催意向（第二次）調査

競技別実施要項作成
競技運営基本計画

策定

医事・衛生基本計画

策定

競技施設整備計画

（第五次）作成

デモスポ実施要項検討

計画輸送シミュレーション

競技会場記録本部

設置場所検討

競技施設整備の実施

弁当需要

見込み数

等調査

弁当調達要項策定

弁当部会設置要項

策定

弁当調達業者指定

リハーサル大会輸送本部

設置

競技会場地輸送

（第一次）調査

競技会場地輸送

（第二次）調査

本大会輸送計画策定

本大会輸送本部設置

リハーサル大会輸送計画策定

輸送・交通実施要項

策定
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【令和３年４月１５日 準備委員会第１回常任委員会審議】 

【令和４年２月１６日 準備委員会第２回常任委員会審議（第一次改定）】 

【令和４年８月１９日 準備委員会第３回常任委員会審議（第二次改定）】 

【令和５年２月８日、１０日 実行委員会第１回各専門委員会審議（第三次改定）】 

【令和５年１１月２４日 実行委員会第２回競技・式典専門委員会審議（第四次改定）】 

 

第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会 

大津市開催推進総合計画 

 

  第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会の成功に向け、年齢、性別、障害の  

あるなしを問わず、市民総参加により、「大津の魅力」を全国に発信するとともに、夢や感動、連帯 

感を共有できる大会を目指し、大津市開催基本方針に基づき開催推進総合計画を定めるものとする。 

 
 

１ 基本方針 

（１）総務企画 

県、競技団体、関係機関及び関係団体（以下「県等」という。）と緊密に連携し、両大会を一

過性のスポーツイベントとすることなく、市民のスポーツへの関心を高めるとともに、スポーツ

に親しみ、笑顔で楽しめる環境を、市民と力を合わせて共に創っていくことができる大会とする

ため、総合的な計画の立案と施策の推進を図る。 

 

（２）財務 

県等との相互協力のもと、創意工夫をこらした魅力あふれる両大会を目指し、適正かつ効率的

な財務の運営を図る。 

 

（３）広報 

両大会に対する市民の関心や参加意欲を高めるため、多様な媒体を計画的かつ効果的に活用し

た広報活動を積極的に展開するとともに、歴史・文化・自然など、様々な大津の魅力を全国に向

けて発信する。 

 

（４）市民運動 

市民一人ひとりが両大会開催の意義を理解し、大会を身近に感じてもらえるよう情報発信や啓

発活動を積極的に行い、創意工夫をこらした機運づくりを図ることで、市民総参加のもと、一丸

となって両大会を盛り上げていく。 

 

（５）観光・おもてなし 

選手・監督をはじめ、本市を訪れる人々をあたたかい気持ちでお迎えし、大津の魅力に触れて

いただくとともに、心のこもったおもてなしを提供する。また、スポーツと観光を融合させたス

ポーツツーリズムの促進を図るとともに、本市の特色をいかし、効果的なプロモーションを実施

する。 
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（６）競技 

県等と緊密に連携し、競技会の円滑な運営を図るとともに、競技運営に必要な用具等について

は、可能な限り現有のものを活用又は借用するなど効率的に整備を行う。 

 

（７）式典 

表彰式等は、選手の負担にならないよう、簡素な装飾や演出に努めることを基本としつつ、あ

たたかみのある式典とする。 

 

（８）施設 

国民体育大会開催基準要項に規定されている施設基準を尊重し、既存施設の有効活用に努める

ことを前提としながら、両大会終了後の持続的な活用が可能で、利用者にも配慮した整備に努め

る。 

 

（９）宿泊 

選手・監督をはじめ、本市を訪れる人々をあたたかい気持ちでお迎えし、宿泊施設その他関係

機関との緊密な連携により、安全で快適な宿舎の確保を図り、受け入れ体制に万全を期する。 

 

（１０）医事・衛生 

選手・監督をはじめ、両大会に関わる人々の健康の確保を行い、大会を快適な環境のもとで開

催するため、県等と緊密に連携し、食品衛生及び環境衛生に配慮するとともに、防疫対策及び医

療救護体制の確立を図る。 

 

（１１）輸送・交通 

本市の交通事情を勘案し、交通事業者その他関係機関と緊密に連携し、安全かつ効率的で確実

な輸送手段の確保に努めるとともに、公共交通機関の利用を促進するなど、交通混雑の緩和と環

境に配慮した輸送・交通体制の確立を図る。 

 

（１２）消防・警備 

競技会場その他大会関係施設における治安の確保や災害の防止、非常時における緊急対応に万

全を期するため、県、競技団体、消防・警察その他関係機関と緊密に連携し、消防防災・警備体

制の確立を図る。 

 

２ 年次計画 

第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会大津市開催推進総合年次計画（年

度別業務一覧）は、別表のとおりとする。 
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【令和５年１１月２４日 実行委員会第２回競技・式典専門委員会審議】 

 

 

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ大津市情報通信業務実施要領 

 

１ 目的 

  この要領は、「わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ大津市情報通信基本計画」に基づき、「わたＳ

ＨＩＧＡ輝く国スポ」（以下「国スポ」という。）における情報通信業務の実施について、

必要な事項を定める。 

 

２ 情報通信業務の種類 

（１） 競技会運営に関する情報通信業務 

  わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会（以下「市実行委員会」という。）

は、関係機関、関係団体等の協力を得て、競技会場及び練習会場等に必要な通信機器を設

置し、式典及び競技会の円滑な運営を図る。 

（２） 記録業務に関する情報通信業務 

  市実行委員会は、各競技会場に必要な通信機器を設置し、わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・

障スポ実行委員会（以下「県実行委員会」という。）及び競技団体と連携し、迅速かつ正

確な記録情報の送受信を行い、記録業務の円滑な運営を図る。 

（３）輸送・交通業務に関する情報通信業務 

  市実行委員会は、国スポに参加する選手・監督、役員、視察員、報道員及びその他関係

者並びに一般観覧者（以下「大会参加者等」という。）の輸送及び各競技会場等の交通対

策に必要な通信機器を設置し、輸送・交通の円滑な運営を図る。 

（４）消防防災・警備業務に関する情報通信業務 

  市実行委員会は、関係機関、関係団体等と連携し、消防防災・警備業務の実施に必要な

通信体制を整備する。 

（５）大会参加者等の便宜に関する情報通信業務 

  市実行委員会は、交通、宿泊、医療及び観光等の多様な情報並びに競技結果をインター

ネット等で迅速に提供するサービスを実施し、大会参加者等の便宜を図る。 

 

３ 通信機器 

  情報通信業務を遂行するために使用する通信機器は、概ね次のとおりとする。 

（１）携帯電話 

（２）無線通信機器 

（３）パソコン 

（４）ファクシミリ 

 

４ 通信機器の設置 

（１）携帯電話及び無線通信機器は、各競技会の運営上必要と認める者に携帯させる。 
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（２）パソコン、ファクシミリは、実施本部等の必要な箇所に設置する。 

（３）通信機器の設置については、各競技会の運営に支障の無い日時までに完了することと

し、使用は原則として各競技会の開催期間中とする。 

（４）通信機器の設置数、設置場所については、関係機関、関係団体等と協議の上、決定す

る。 

 

５ 通信機器の管理及び保管 

（１）競技会場等に通信機器を取り扱う管理責任者を配置し、通信機器の管理及び保管を統

括する。 

（２）各競技会終了後、競技会場等における通信機器の用務が完了した時は、管理責任者は

これを取りまとめ市実行委員会に返還する。 

 

６ その他 

（１）この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

（２）競技別リハーサル大会における情報通信業務実施についても、必要に応じてこの要領

を準用する。 

（３）「わたＳＨＩＧＡ輝く障スポ」及びその競技別リハーサル大会における情報通信業務

実施については、県実行委員会が主体となって実施する。 

 

附則 

この要領は、令和５年１１月２４日から施行する。 
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【令和５年１１月２４日 実行委員会第２回競技・式典専門委員会審議】 

 

 

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ大津市式典実施要項 

 

１ 目的 

  この要項は、「第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会大津市開

催推進総合計画」及び「第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ大会大

津市式典基本計画」に基づき、「わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ」における式典の実施につい

て、必要な事項を定める。 

 

２ 方針 

式典は、競技会への参加意欲を高めるとともに、選手の健闘を心からたたえ、多くの方

が喜びと感動を分かち合えるものとする。内容については、選手のコンディションや競技

運営に配慮し、簡素化に努める。 

 

３ 式典運営 

（１）式典の運営は、わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会、競技団体、関

係機関、関係団体等が連携し行う。 

（２）式典の運営に必要な人員は、大津市内及び近隣市町の学校及び関係機関、関係団体等

の協力を得て編成する。 

 

４ 式典内容 

  式典の内容は、概ね次のとおりとする。ただし、内容及び所要時間については、選手の

コンディション等の配慮に努めるものとする。 

（１）開始式            （２）表彰式 

  ア 開式通告            ア 開式通告 

  イ 競技会開始宣言         イ 成績発表 

  ウ 国旗掲揚（儀礼）        ウ 表彰状授与 

  エ 大会旗・実施競技団体旗・    エ 大会会長トロフィー授与 

    県旗・市旗掲揚（儀礼）     オ 閉会のあいさつ 

  オ 大会会長トロフィー返還     カ 歓送のことば 

  カ 開会のあいさつ         キ 国旗降納（儀礼） 

  キ 歓迎のことば          ク 大会旗・実施競技団体旗・ 

  ク 選手宣誓              県旗・市旗降納（儀礼） 

  ケ 閉式通告            ケ 競技会終了宣言 

                    コ 閉式通告 
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５ 式典音楽 

  式典音楽は、原則としてＣＤ、メディアプレーヤー等を使用する。 

 

６ その他 

（１）この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

（２）競技別リハーサル大会における式典実施についても、必要に応じてこの要項を準用す

る。 

（３）「わたＳＨＩＧＡ輝く障スポ」及びその競技別リハーサル大会における式典実施につ

いては、滋賀県が設置したわたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ実行委員会が主体となっ

て実施する。 

 

附則 

この要項は、令和５年１１月２４日から施行する。 
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【令和５年１１月２８日 実行委員会第２回宿泊・衛生専門委員会審議】 

 

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ大津市医療救護実施要領 

 

１ 趣旨 

この要領は、「第７９回国民スポーツ大会大津市医療救護要項」に基づき、「わたＳＨＩＧ

Ａ輝く国スポ」（以下「国スポ」という。）における医療救護の実施について、必要な事項を

定める。 

 

２ 実施方法 

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大津市実行委員会（以下「市実行委員会」という。）

は、わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ実行委員会（以下「県実行委員会」という。）と相

互に連絡調整を図るとともに、関係機関等の協力を得て医療救護を実施する。 

 

３ 救護所の設置 

（１）設置場所 

ア 各競技会場の適切な場所に設置し、救護活動及び競技に支障のないようにする。 

イ 救護所内部は、衛生管理に留意し、外部から見えないようにする。 

ウ 救護所を明示するための看板等を設置する。 

 

（２）人員配置 

救護所には、必要に応じて医師、看護師、保健師等及び競技会係員を置く。 

 

（３）救護所の設置期間及び開設時間 

ア 設置期間は、原則として各競技会の競技日とする。 

イ 開設時間は、原則として競技開始３０分前から競技終了時までとする。ただし、必

要に応じて、延長することができる。 

 

（４）医薬品等配備 

救護所には、医薬品（ドーピング禁止物質を含有しないものに限る。以下同じ。）を配

備するとともに、必要に応じて、医療器具、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）等を配備す

る。 

 

４ 救護所における医療救護 

（１）救護所では、応急処置を行い「処置記録兼診療依頼書」（参考様式第１号）に所定の 

事項を記載する。 
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（２）傷病者を医療機関に搬送する必要があると認めた場合は、車両等での搬送又は救急 

自動車等の出動を要請する。この場合、必ずチーム関係者等が同行することとし、医 

療機関を受診する傷病者へ「処置記録兼診療依頼書」（参考様式第１号）を交付する。 

医療機関に移送しない場合は、最寄りの医療機関を紹介するなど適切な措置を講じ 

る。 

 

（３）救護所係員は、医療機関に傷病者を搬送した場合、速やかに市実行委員会の医療救 

護担当者へ報告する。 

また、医療機関に搬送した傷病者のその後の症状、経過を把握するよう努める。 

 

５ 練習会場における医療救護 

（１）練習会場には、必要に応じて、競技会係員を配置する。 

（２）練習会場には、必要に応じて、医薬品等を配備する。 

（３）練習会場において、傷病者を医療機関に搬送する場合は、車両等での搬送又は救急 

自動車の出動を要請する。この場合、必ずチーム関係者等が同行することとし、医療 

機関を受診する傷病者へ「処置記録兼診療依頼書」（参考様式第１号）を交付する。 

 

６ 市実行委員会主催の大会関連イベントにおける医療救護 

市実行委員会主催の大会関連イベントについては、必要に応じて医療救護を実施する。 

 

７ 宿舎における医療救護 

（１）宿泊施設の責任者に対する周知徹底 

傷病者が発生した場合、必要に応じて救急自動車等の出動要請や最寄りの医療機関の紹

介を行うとともに、市実行委員会に報告するよう宿泊施設の責任者に対し周知徹底を図

る。 

 

（２）搬送情報の把握 

傷病者が医療機関に搬送された場合、宿泊施設の責任者又は傷病者の関係者から、傷病

者の所属都道府県、住所、氏名、性別、年齢及び参加区分、傷病の発生時間、発生場所、

発生原因及び現在の状況、搬送先の医療機関及び搬送方法等必要な事項を確認する。 

 

８ 医療費の負担 

（１）競技会場及び練習会場において、救護所に配置した人員が行った応急処置等にかか 

る経費は、市実行委員会が負担する。 

（２）傷病者が医療機関等を受診した場合は、傷病者本人が負担する。 
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９ 事後処理 

救護所等の医師、看護師、保健師等は、業務にあたり、相互に連絡調整を図り、次の書 

類に所定の事項を記載し、当日業務終了後速やかに実施本部に提出する。 

（１）「処置記録兼診療依頼書」（参考様式第１号） 

（２）「取扱傷病者一覧表」（参考様式第２号） 

 

１０ 県実行委員会等への報告 

（１）市実行委員会は、大会期間中、選手・監督、役員、視察員、報道員及びその他の関係 

者並びに一般観覧者に入院患者や重大事故が発生した場合は、ＦＡＸにより「入院患 

者発生速報」（参考様式第３号）を県実行委員会に報告することとする。 

（２）市実行委員会は、全競技終了後、「取扱傷病者一覧表」（参考様式第２号）を県実行 

委員会に提出する。 

 

１１ その他 

（１）この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

（２）競技別リハーサル大会における医療救護についても、必要に応じてこの要領を準用 

する。 

（３）わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ会場地市町医療救護業務推進指針で定める様式に変更が生

じた場合、本要領の様式も必要に応じて準用する。 

 

 

附則 

この要領は、令和５年１１月２８日から施行する。 
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